
広報広聴事業

項目 新居浜市 別子山村
１　広報紙の発
行

市政だより「にいはま」 46,000部 毎月１日発行
自治会を通じて戸別配布

広報「別子」年４回発行
自治会組織による各戸配布

合併時に新居浜市の
制度に統一する。

２　広聴関係 市長への手紙（広報紙折り込みほか）
市長へのメール
広聴票
市政モニター
市政教室
要望・陳情

合併時に新居浜市の
制度を適用する。

３　地区懇談会 市政懇談会
　各小学校区で年１回開催（１７小学校区）
  最終回は全市対象で実施　（13年度実績）

村政懇談会
　各自治会年一回開催
　村づくりや身近な問題について意見を聴き、行政
に反映

合併時に新居浜市の
制度に統一する。

４　市勢要覧  新居浜市市勢要覧 　平成９年１１月発行 　市制
○○周年に合わせて発行 　次回は平成１４年、６
５周年

 村政要覧 　平成９年３月発行 合併時に新居浜市の
制度に統一する。

調整方針

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表
現　　　　　　　　況

課題



コミュニティ事業

項目 新居浜市 別子山村
新居浜市連合自治会
　任意団体で、市の下部組織ではないが、 本市の事業
及び行事等への協力を依頼している。
　会長１名、副会長２名、１７小学校区自治会、３２３
単位自治会

４自治会組織ごとに正副会長、事務局を設置
　広報誌、文書の配布、各種行事への協力、ボラン
ティア活動、防犯灯の新設申請、行政の運営上、地
区住民の協力と必要とする要件事項の伝達、地区住
民の各種要望、意見のとりまとめ、自治会集会所の
管理協力事業

１．市政だよりの配布と市からの広報
２．ごみ収集カレンダーの配布
３．敬老会事業の開催
４．各種募金の取りまとめ
５．交通災害共済の取りまとめ
６．防犯灯の設置、維持管理
７．各種委員会・審議会への参画
８．市主催事業への参加とりまとめ
９．各種要望のとりまとめ

 

広報配布委託料　単位自治会　　@550円×世帯数
　　　　　　　　校　　　区　　 @50円×世帯数

広報等配布委託料　200,000円（50,000円×４自治
会）

委託料額が異なる。

報酬はないが、年度末の定期総会時に記念品を出してい
る。

 

２　地縁団体 　法人化の申請のあったものについて、認可し、認可地
縁団体印鑑証明の発行を行っている。

事例　なし 合併時に新居浜市の
制度を適用する。

３　防犯灯 設置者　自治会設置
電気料　自治会負担
（自治会には１世帯あたり２１０円／年額の補助をして
いる）

防犯灯　村が設置１０基
設置者　別子山村
電気料　１基につき月３１０円を各自治会が負担し
てい
　　　　る。

合併時に新居浜市の
制度に統一する。

４　地域整備事業
（１）集会所整備
　　事業

集会所整備事業
　毎年１～２館、市及び県補助金、地元寄附金により新
居浜市が事業主体として自治会館を建設している。
  県補助率：補助対象事業費の40％
　上限１，６００万円
　市補助率：県補助対象事業費の20％
  上限６００万円
集会所貸付事業（有償）
　固定資産課税標準額の1.4%の額

集会所整備事業
　村が集会所を建設し、自治会に維持管理を委託し
ている。
　光熱水費等の維持費は自治会が負担

制度が異なる。 新居浜市の制度に統
一する。ただし、合
併年度から３カ年無
償貸付する。

１　行政連絡員に
  あたるもの

調整方針

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表
現　　　　　　　　況

課題

合併時に新居浜市の
制度に統一する。



コミュニティ事業

項目 新居浜市 別子山村 調整方針

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表
現　　　　　　　　況

課題

（２）コミュニテ
　　ィ施設整備事
　　業

コミュニティ施設整備事業
　自治会館補修補助
  　補助率：工事費の３０．９％
  　　　　　上限６１８千円
　放送設備新設・補修補助
  　補助率：工事費の５１．５％
  　　　　　上限　新設２１５千円
　　　　　　補修１３０千円

補助制度なし 合併時に新居浜市の
制度を適用する。

（３）防犯灯設置
　　補助事業

防犯灯設置補助
　補助率：工事費の１／３
  　　　　上限　支柱込新設　　１２千円
　　　　　　　　既設物件架設　　６千円

合併時に新居浜市の
制度を適用する。



社会福祉事業

項目 新居浜市 別子山村
１　生活保護
　（国）

１　級地区分　　　　　　３級地の１
２　保護率　　　　　　　８．２４‰
３　被保護世帯　　　　　７９９世帯
４　被保護人員　　　　１，０３５人
５　生活保護費　窓口払い及び一部口座振込

 該当者なし 同一

２　低所得者福祉
（１）愛媛県生活
　　安定資金の貸
　　付

１　対　　象　　低所得者で、市民税の非課税世帯
　　　　　　　（生活保護世帯を除く）
２　貸付限度額　種類によるが10万円～30万円
３　貸付期間　　３年６月以内～４年以内
４　償還期間　　３年
５　利　　率　　無利子

 １件　昭和６０年に貸付け、現在滞納 同一

（２）愛の基金貸
　　付

１　対象　低所得者であって、予期しない理由等により
　　　　一時的に所得が低下し、又はやむを得ない不時
　　　　の出費により生活に困窮した場合等で、この基
　　　　金の借入によって自立更生の期待のできる世帯
２　貸付限度額　５万円
３　貸付条件　　市内在住で償還期限内に70歳に到達し
　　　　　　　　ない者
４　利率　　　　無利子
５　償還期間　　２年以内
６　運営主体　　県社協
７　窓　　口　　市社協

 該当者なし 同一

（３）生活福祉資
　　金の貸付

1  対象　低所得者、障害者又は高齢者世帯であって、
　　　 資金の貸付にあわせて必要な援助及び指導を受
       けることにより独立自活できると認められる世
       帯であって、資金の融通を他から受けることが
       困難であると認められる世帯
２　貸付限度額　種類によるが460万円以内
３　貸付条件　市内在住で償還期限内に70歳に到達しな
　　　　　　い者
４　利　　率　年３％ （修学、医療資金は無利子）
５　償還期間　９年以内
６　運営主体　県社協
７　窓口　市社協

 １件   １４年度完済予定 同一

調整方針現　　　　　　　　況 課題

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表



社会福祉事業

項目 新居浜市 別子山村
調整方針現　　　　　　　　況 課題

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表

３　社会福祉協議
　会運営補助事業

市長が必要と認めるとき、予算及び法令の範囲内におい
て助成
１　運営補助金：50,063千円
　（事務局長、正規職員７人、臨時職員　２人の人件費
　　助成）
２　事業助成補助金：6,893千円
　ア　ふれいあいのまちづくり事業　3,528千円
　イ　地域福祉バス運営事業　　　　3,365千円

村長が必要と認めるとき、予算及び法令の範囲内に
おいて助成
　社協事務局費（人件費２人）7,820千円
　福祉活動費                2,890千円

合併時に新居浜市社
会福祉協議会に統合
する。

４　民間社会福祉
　施設補助

社会福祉法人への助成
　市長が必要あると認めるとき、予算及び法令の範囲内
において助成

村長が必要と認めるとき、予算及び法令の範囲内に
おいて助成

合併時に新居浜市の
制度に統一する。

５　災害弔慰金 １　災害弔慰金
ア．対象　自然災害により死亡した者の遺族
イ．内容
ａ．災害弔慰金　　 世帯主死亡　500万円
　　　　　　　　　 その他　　　250万円
ｂ．災害障害見舞金 世帯主死亡　250万円
　　　            その他　　　125万円
ｃ．災害援護資金の貸し付け
　 償還期間　10年
   据置期間　 3年
　 利率　　年 3％
　 限度額　150～350万円
２　罹災見舞金
　ア．運営主体　日本赤十字、共同募金会
　イ．窓口 市社協
　ウ．内容
   　ａ．住宅の全焼、全壊

１　災害弔慰金
ア．対象　自然災害により死亡した者の遺族
イ．内容
ａ．災害弔慰金　　 世帯主死亡　500万円
　　　　　　　　　 その他　　　250万円
ｂ．災害障害見舞金 世帯主死亡　250万円
　　　            その他　　　125万円
ｃ．災害援護資金の貸し付け
　 償還期間　10年
   据置期間　 3年
　 利率　　年 3％
　 限度額　150～350万円
２　罹災見舞金
　ア．運営主体　日本赤十字、共同募金会
　イ．窓口 　村社協
　ウ．内容
   　ａ．住宅の全焼、全壊

同一



社会福祉事業

項目 新居浜市 別子山村
調整方針現　　　　　　　　況 課題

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表

６　民生児童委員 ４　民生児童委員
　ｱ　委員定数　　　288人
　　 うち地区担当　255人
　　 主任児童委員　 33人
　ｲ　一人あたりの担当世帯数 206世帯
　ｳ　任期　平成16年11月30日
　ｴ　活動費
　 a.費用弁償交付金
   b.民協運営費交付金
   c.民協活動費補助金
　ｵ　各種助成措置
   a.民生委員協議会
　ｶ　民生委員推薦会
   a.議会の議員
   b.民生委員
   c.社会福祉事業の実施に関係ある者
   d.社会福祉関係団体の代表者
   e.教育に関係のある者
   f

４　民生児童委員
　ｱ　委員定数　　　６人
　　 うち地区担当　４人
　　 主任児童委員　２人
　ｲ　一人あたりの担当世帯数３５世帯
　ｳ　任期　　平成16年11月30日
　ｴ　活動費
 　a.費用弁償交付金
 　b.民協運営費交付金
 　c.民協活動費交付金
　ｵ　各種助成措置
 　a.民生委員協議会
　ｶ　民生委員推薦会
 　a.議会議員
 　b.民生委員
 　c.社会福祉事業の実施に関係ある者
 　d.区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
 　e.教育に関係のある者

現行どおりとする
（別子山村民生児童
委員協議会について
は合併時に新居浜市
民生児童委員協議会
に統合する）

７　隣保館等運営
　事業

 １　集会所等の管理
　　隣保館　１か所
　　集会所　２か所
  ２　住宅新築資金等貸付金償還業務

現行どおりとする。

８　人権啓発推進
　事業

 　講演会開催（県からの再委託事業）  新居浜市の制度を適
用する。

１　新居浜市保護司会
　保護司  ６０名
　年間予算　　3,248,000円
　補助金　　　1,632,000円
２　新居浜市更生保護婦人会
　会員　４５０名
　補助金　　　　70,000円

保護司会
　１名いるが、補助金は支出していない。

合併時に新居浜市保
護司会へ統合する。

３　総合福祉センター運営管理
　社会福祉協議会へ運営管理委託
　事業費：８３，４１７千円
　うち委託料：８３，３５７千円（人件費含む）
　使用料＝設置条例に基づき徴収

福祉センター運営
　社会福祉協議会へ運営管理委託
　委託料：３，５００千円

別子山村福祉セン
ターは、新居浜市総
合福祉センターの分
館とする。

９  その他



障害者福祉事業

項目 新居浜市 別子山村
１　福祉手当 １　障害児福祉手当

　　　月額　14,610円
２　特別障害者手当
　　　月額　26,860円

１　障害児福祉手当
　　　月額　14,610円
２　特別障害者手当
　　　月額　26,860円

同一(国の制度）

２　心身障害者
  （児）福祉金

１　受給資格 　本市に1年以上住所を有する身体障害者
　　　　　　 手帳・療育手帳所持者
２　手当の額 　年額　3,000円
　　　　　　(ただし、15年度分については見直しの予定）

１年以上住所を有する心身障害者
 福祉基金の運用利子で対応
・身障手帳１・２級　年額8,000円
　　　　　３級　　　年額7,000円
　　　　　４級　　　年額6,000円
　　　　　５・６級　年額5,000円
・療育手帳重度者　　年額8,000円

給付額の差異 合併時に新居浜市
の制度に統一する。

３　難病患者見舞
　金

１  受給資格　厚生労働省指定の特定疾患及び心臓・腎
            臓の身体障害者手帳１級所持者
２  手当の額　　　年額　6,000円　　　　　　　　　　(ただし、15
年度分については見直しの予定）

合併時に新居浜市
の制度を適用する。

４　障害児福祉
　手当

１　受給資格　在宅で、日常生活において、常時介護を
　　　　　　必要とする２０歳未満の重度心身障害児を
　　　　　　介護している保護者
２　手当の額　　　月額　1,000円

合併時に新居浜市
の制度を適用する。

５　難病患者等年
　末特別一時金

１　受給資格　心臓・腎臓の身体障害者手帳３・４級所
　　　　　　持者等
２　手当の額　　　年額　3,000円　　　　　　　　　　　(ただし、
15年度分については見直しの予定）

合併時に新居浜市
の制度を適用する。

１　補装具の交付と修理
  ア　品目　車椅子、安全杖、松葉杖、ストマ、義手、
　　義足等

同左
実績なし

同一(国の制度）

２　日常生活用具の給付と貸与
　ア　対象　在宅の重度身体障害者
　イ　品目　特殊寝台、特殊マット、盲人用時計、点字
　　図書、体位変換器等

同左
実績なし

同一(県の制度）

３　更生医療の給付
　身体障害者の更生を促進するため、必要とする医療の
給付を行う。

同左
１２～１３年度実績なし

同一(国の制度）

４　重度身体障害者住宅整備事業
　重度の障害者（児）の属する世帯に対し、台所・浴室・便
所・洗面所等の住宅設備の改善の費用を助成する。（所
得制限あり）

同左
１２～１３年度実績なし

同一(県の制度）

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表

調整方針現　　　　　　　　況 課題

６　その他の心身
　障害者（児）援
  護施策



障害者福祉事業

項目 新居浜市 別子山村

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表

調整方針現　　　　　　　　況 課題

６　その他の心身
　障害（児）援護
　施策

５　身体障害者自動車運転免許取得費補助
　身体障害者が自動車運転免許を取得するための教習を
受ける場合、取得費用の一部を助成する。

同左
１２～１３年度実績なし

同一(県の制度）

６　身体障害者自動車改造助成
　重度の肢体障害があり、通勤等のため、自分で自動車を
運転する者に対し、改造に要した費用を助成する。（所得
制限あり）

同左
１２～１３年度実績なし

同一(県の制度）

７　身体障害者更生訓練費支給
　身体障害者更生援護施設に入所している者のために必
要な費用を支給する。

同左
１２～１３年度実績なし

同一(国の制度）

８　在宅心身障害者短期入所事業
　身体障害者更生施設で重度身体障害者を一時的に保護す
る。

同左
１２～１３年度実績なし

同一(国の制度）

９　心身障害者扶養共済制度の加入促進 同左
１２～１３年度実績なし

同一(県の制度）

10　身体障害者有料道路通行料金割引証の交付 同左
実績なし

同一(全国共通）

11　自動車税・自動車取得税減免申請のための生計同一
　又は常時介護証明

同左
実績なし

同一(国の制度）

12　放送受信料免除又は半額免除のための証明 同左
実績１件

同一(全国共通）

13　新居浜市心身障害者福祉センター
　身辺自立の心身障害者（児）に対し、作業訓練、生活訓
練等を行う。

現行のとおりとする。

14　身体障害者就職支度金支給
　身体障害者更生援護施設に入所している者のうち就職
等により自立する者に対して支給する。

同左
１２～１３年度実績なし

同一(国の制度）

15　ホームヘルプサービス事業
　ア　対象者　重度の心身障害者のため独立して日常生
　　　　　　活を営むのに支障がある心身障害者や心身
　　　　　　障害児を抱えている家庭
　イ　内容　身体の介護、家事、相談及び助言
　ウ　利用者負担　１時間あたり250～950円

同左
１２～１３年度実績なし

同一(国の制度）



障害者福祉事業

項目 新居浜市 別子山村

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表

調整方針現　　　　　　　　況 課題

６　その他の心身
　障害（児）援護
　施策

16　重度心身障害者（児）タクシー助成事業
　ア　対象者　身体障害者手帳１・２級療育手帳Ａ級
　イ　タクシー券　一人年間250円×24枚の割引チケッ
　　ト交付

 合併時に新居浜市
の制度を適用する。

17　身体障害者デイサービス事業
　身体障害者手帳の交付を受けた者を対象に市内２ケ所
で実施。

　施設なし 合併時に新居浜市
の制度を適用する。

18　重度心身障害者（児）医療費助成制度
　重度心身障害者 (児）が必要とした医療のうち保険給付
対象医療の自己負担分を公費で負担する。

  該当者なし 同一(県の制度）

19　ガイドヘルパー派遣事業
　重度の視覚障害者で外出に支障のある付き添いがいな
い者に対し、派遣する。

合併時に新居浜市
の制度を適用する。

20　身体障害者更生援護施設等への入所 　身体障害者更生援護施設等への入所 同一(国の制度）

21　知的障害者更生援護施設等への入所・通所 　知的障害者更生援護施設等への入所・通所 同一(国の制度）

22　手話通訳者・要約筆記者の派遣事業
　身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者等で必要と
する者に通訳者・筆記者を派遣する。

 合併時に新居浜市
の制度を適用する。

23　声の市政だより、点字の市政だよりの発行事業
　視覚障害者への広報活動として、テープに録音した声の
市政だよりと重点記事を点訳した点字の市政だよりを発
行。

 合併時に新居浜市
の制度を適用する。

24　福祉電話等の貸与
　外出がきわめて困難な障害者に貸与し、緊急連絡とコ
ミュニケーションを図る。

合併時に新居浜市
の制度を適用する。

25　障害者生活支援事業
　障害者が地域社会で生活していくために福祉サービスの
利用援助や申請手続きの代行、介護の相談等を行う。

 合併時に新居浜市
の制度を適用する。

26　小規模作業所 現行どおりとする。



障害者福祉事業

項目 新居浜市 別子山村

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表

調整方針現　　　　　　　　況 課題

27　精神障害者ホームヘルプ事業 合併時に新居浜市
の制度を適用する。

28　精神障害者ショートステイ 合併時に新居浜市
の制度を適用する。

29　精神障害者グループホーム 合併時に新居浜市
の制度を適用する。

７　知的障害者更
  生施設の整備
の
  状況

 (1)名 　称　新居浜市立くすのき園
 (2)所在地　 新居浜市萩生1834-1
 (3)敷地面積　 7,465.96.㎡
 (4)構　　造　 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造2階建て
 (5)建物面積　 2,017.98㎡
 (6)職員数　園長１名　副園長１名　係長３名
　　　　　　指導員20名　保育士４名　看護士２名
 　　　　　 栄養士1名 調理員６名　用務員３名
 　　　　　 夜間補助指導員６名 　 計　４７名
 (7)入所者数　男子３４名（内重度２７名）
 　　　　　   女子２６名（内重度１９名） 計 ６０名
　　　　　　　H.14.2.1現
 (8)出身地別　新居浜市５５名、西条市１名、
　　　　　　　伊予市１名、伊予三島市１名、
　　　　　　　宇摩郡土居町１名、周桑郡小松町１名

 現行どおりとする。

６　その他の心身
　障害（児）援護

　施策



高齢者福祉事業

項目 新居浜市 別子山村
１　老人福祉法施
　行事務

老人福祉法執行のための事務
（老人ホーム入所判定委員会事務）

 合併時に新居浜市
の制度を適用する。

２　老人措置 おおむね６５歳以上の高齢者で、身体・精神・環境及
び経済的理由により居宅において養護を受けること
ができない者を養護老人ホームに入所させる。

おおむね６５歳以上の高齢者で、身体・精神・環境及
び経済的理由により居宅において養護を受けること
ができない者を養護老人ホームに入所させる。

同一

３　老人対策 ９月１５日現在で満９９歳以上の高齢者に市長・議長
が自宅を訪問し、記念品をおくり長寿をお祝いする。
敬老会を実施する団体に補助金を交付する。

高齢者年金
　受給資格　７５歳以上
　祝い金額75～79　 6,000円28人
　　　　　80以上　12,000円18人
敬老会開催（毎年9月15日）

・高齢者年金は本市
は廃止しており、調
整が必要
・敬老会のあり方

合併時に新居浜市
の制度に統一する。
ただし、高齢者年金
は合併以後４年間、
毎年度均等に減額
し、５年目に廃止す
る。

４　独居老人対策 安否の確認が必要と認められる６５歳以上の独居者
で、市民税が非課税の者に対し、福祉電話を貸与・
設置している。

安否の確認が必要と認められる６５歳以上の独居者
で、市民税が非課税の者に対し、福祉電話を貸与・
設置している。

同一

５　老人福祉対策 ６５歳以上の高齢者に対し、毎月１回公衆浴場での
無料入浴サービスを実施している。

 合併時に新居浜市
の制度を適用する。

６　老人集会所整
　備

自治会館建設に伴う「老人陽だまりの部屋」に対し、
テレビ、ビデオ等の備品を整備する。

自治会館建設に伴う「老人陽だまりの部屋」に対し、
テレビ、ビデオ等の備品を整備する。

同一

７　緊急通報体制
　整備

安否の確認が必要と認められる６５歳以上の独居者
で、市民税が非課税の者に対し、緊急通報装置を貸
与・設置する。

 実績なし 同一

８　老人福祉セン
　ター管理

市内に３カ所に老人福祉センターを設置し、地域の
高齢者の者に利用してもらい健康相談・各種クラブ活
動等を行っている。

 現行どおりとする。

９　老人福祉セン
　ター整備事業

各老人福祉センターの老朽を防止するための補修を
おこない、また利用者の健康増進を図るための必要
な健康器具を購入している。

 合併時に新居浜市
の制度を適用する。

10  在宅介護支援
  センター運営

 ２４時間体制で在宅の要援護となるおそれのある高
齢者及び要援護高齢者又はその家族に対して、在宅
介護に関する総合的な相談に応じ、また、各種保健
福祉サービスの総合的な利用を可能とするために関
係機関と連絡調整を行う。

 合併時に新居浜市
の制度を適用する。

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表

調整方針
現　　　　　　　　況

課題



高齢者福祉事業

項目 新居浜市 別子山村

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表

調整方針
現　　　　　　　　況

課題

11　老人クラブ育
　成

ア 目的　老人クラブ会員相互の福祉の増進を図る。
イ 補助額
　老人クラブ連合会　年額　1,524,000円
　単位老人クラブ　　32,000円×160ｸﾗﾌﾞ
　　　　　　　　　　600円×10,800人

 補助額　70,000円 補助額の相違 合併時に新居浜市
の制度に統一する。

12  老人保健福祉
  施設建設事業

ア 対象 　 社会福祉法人への助成
イ 補助金額
・老人福祉施設
｛事業費(国基準）－国県等補助額｝×２/３以内
・介護老人保健施設
　事業費(市基準)×1/12以内　上限5千万円

合併時に新居浜市
の制度を適用する。

13  ねたきり老人
  等ふれあい介護
  者慰労金支給

市内在住でねたきり又は痴呆の状態が６ヶ月以上続
いている６５歳以上の高齢者を在宅で介護している
者に現金給付を行っている。
　月額　8,500円

 国の介護慰労金制度による 　実績なし
 　年額　100,000円

金額、対象者の相違 合併時に新居浜市
の制度を適用する。

14  ねたきり老人
  等整髪サービス
  事業

介護者慰労金慰労金支給資格者で希望する者に年
２回訪問理美容券を送付し無料で利用サービスを提
供している。

 合併時に新居浜市
の制度を適用する。

15  ねたきり老人
  等衛生品支給事
  業

介護者慰労金慰労金支給資格者で希望する者に紙
おむつ・尿とりパッドの衛生品を支給している。

 合併時に新居浜市
の制度を適用する。

16　見守り推進員
　活動

ア 対象　65歳以上の独居高齢者で虚弱のため見守
りが
　　　　必要な者
イ 内容　・見守り推進員の設置
　　　　　 独居高齢者20人に1人の割合で
　　　　 ・ふれあい訪問員の配置
ウ 予算額 ・実費弁償1,000円×185人
その他

ア 対象　65歳以上の独居高齢者で虚弱のため見守
りが
       必要な者
イ 内容  ・見守り推進員の設置
　         独居高齢者20人に1人の割合で
         ・ふれあい訪問員の配置
ウ 予算額・実費弁償1,000円×185人
その他

同一

17　老人短期入
所
　事業 （養護老
　人ホーム）

ア 対象
　概ね65歳以上の高齢者で要介護認定で自立と判
定された者。
イ 内容
　養護老人ホームに入所し、日常生活サービスを受
ける。
ウ 利用料
　7日まで380円＋食材料費780円
　8日以降760円＋食材料費780円

 なし 合併時に新居浜市
の制度を適用する。



高齢者福祉事業

項目 新居浜市 別子山村

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表

調整方針
現　　　　　　　　況

課題

18  老人短期入所
  事業 （特別養護
  老人ホーム）

ア 対象  概ね65歳以上の高齢者で要介護認定で要
支援
       以上と判定された者。
イ 内容　介護保険サービスでのｼｮｰﾄｽﾃｲに引き続き
年1
       回連続30日まで延長
ウ 利用料　１回当り要介護度に応じ１，８３０円～

 なし 合併時に新居浜市
の制度を適用する。

19  生き生きホー
  ムヘルプ事業

  介護保険にて自立と判定されたが、日常生活を営
むのには困難な高齢者のために家事援助のホーム
ヘルパーを派遣している。

 なし 合併時に新居浜市
の制度を適用する。

20  生き生きデイ
  サービス事業

 介護保険において自立となった高齢者に対して、デ
イサービスセンターへ通所し、日常動作訓練・趣味活
動を通して社会的孤立感の解消、自立生活の助長
及び要介護状態になることの予防を図る。
　利用料　８００円

給食・入浴サービス毎月第一木曜日
　利用料　無料

費用負担の相違 合併時に新居浜市
の制度に統一する。
ただし、別子山村の
利用料は合併後５年
目に新居浜市の利
用料に統一するよ
う、毎年度、均等に
増額する。

21  配食サービス
  事業

食事の準備の困難な高齢者に、栄養のバランスのと
れた食事を配達し、健康状態に異常があれば関係機
関へ連絡をとる。

 配食受託業者の確
保が困難

受託業者があれば、
新居浜市の制度を適
用する。

22  介護予防事業 高齢者が健康で生き生きとした生活を送れるよう、
「転倒骨折予防教室」「アクティビティ・痴呆介護教
室」「家族介護教室」を開催し、基礎的知識の習得・
生活指導・運動機能訓練等を行う。

 合併時に新居浜市
の制度を適用する。

23  その他事業 高齢者スポーツ大会への参加
　老人クラブがバス借り上げ

 高齢者スポーツ大会への参加
　 別子山村が送迎を実施

合併時に新居浜市
の制度に統一する。

24　介護サービス
　支援事業

・介護相談員派遣事業
　施設などの事業所を定期的に訪問し、利用者の声
を聞き、相談に応じるほか、サービスの現状を把握
し、改善点を提案。
・ケアプラン指導研修事業
　ケアマネージャー対象の研修会の開催。
・地域サービスマップ作成事業
　地域密着型の介護関連サービス情報マップの作
成。
・痴呆性老人グループホーム適正実施事業
　定期的又は随時に痴呆性老人グループホームに
対して立ち入り調査を行う。

 合併時に新居浜市
の制度を適用する。



高齢者福祉事業

項目 新居浜市 別子山村

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表

調整方針
現　　　　　　　　況

課題

25　介護サービス
　利用料軽減対
策

・施行時ホームヘルプサービス費軽減事業
　法施行時のおおむね１年前までにホームヘルパー
の派遣を無料で受けた実績がある低所得者に対し利
用者負担１０％のうち７％を助成。
・障害者ホームヘルプサービス費軽減事業
　６５歳到達以前のおおむね１年間に障害者施策の
ホームヘルプサービスを受けていた低所得者に対し
利用者負担１０％のうち７％を助成。
・社会福祉法人減免支援事業
　低所得者で特に生計が困難である者に対して、社
会福祉法人が利用者負担額を減免した場合、法人
が負担した費用の一定割合を助成。
・市独自ホームヘルプサービス費軽減事業
　市独自の低所得者対策として、市民税世帯非課税
のホームヘルパー利用者にも、施行前のサービス利
用の有無に関わらず、利用者負担１０％のうち７％を
助成。

・施行時ホームヘルプサービス費軽減事業
　法施行時のおおむね１年前までにホームヘルパー
の派遣を無料で受けた実績がある低所得者に対し利
用者負担１０％のうち７％を助成。
・障害者ホームヘルプサービス費軽減事業
　６５歳到達以前のおおむね１年間に障害者施策の
ホームヘルプサービスを受けていた低所得者に対し
利用者負担１０％のうち７％を助成。
・社会福祉法人減免支援事業
　低所得者で特に生計が困難である者に対して、社
会福祉法人が利用者負担額を減免した場合、法人
が負担した費用の一定割合を助成。
・村独自ホームヘルプサービス費軽減事業
　村独自の低所得者対策として、市民税世帯非課税
のホームヘルパー利用者にも、施行前のサービス利
用の有無に関わらず、利用者負担１０％のうち７％を
助成。

同一

26　徘徊高齢者
家
　族支援サービス
　事業

痴呆性高齢者が徘徊した場合に、早期に発見できる
システムを活用して、その居場所を家族等に伝え、事
故の防止を図るなど、家族が安心して介護できる環
境を整備する。

 合併時に新居浜市
の制度を適用する。

27　基幹型在宅
介
　護支援センター
　運営

市内の地域型在宅介護支援センターの総括として、
地域ケア会議を開催し、保健・医療・福祉の効果的な
連携を整えていく。また、介護保険事業所等への指
導・調整機能も果たす。

 合併時に新居浜市
の制度を適用する。

28　シルバー交流
　事業

閉じこもりがちな高齢者に対し、身近な地域で出かけ
る場を設け、孤立化の解消を図る。

合併時に新居浜市
の制度を適用する。

29　老人福祉法に
　基づく養護老人
　ホームの運営

 (1)名　称　新居浜市立慈光園
 (2)所在地　新居浜市滝の宮町２番１号
 (3)敷地面積 ４，３０８K㎡
 (4)構　　造 ブロック造二階建(一部)  定員 　９６名
 (5)建物面積 ２，２３３K㎡
 (6)職員数　 ２７名
 (7)入園者数 ７２名（H14/2/15現在 )
 (8)部屋数 ４８部屋（全室２名部屋）
 
 

現行どおりとする。



児童福祉事業

項目 新居浜市 別子山村
１　児童手当
　（国）

１　受給資格
・義務教育就学前の児童を養育している者
・所得額が一定の額未満（扶養人数により異なる）
２　手当の月額
 　 第一子　　５，０００円／月
 　 第二子　　５，０００円／月
 　 第三子　１０，０００円／月
就学前特例給付
　３～６歳到達後最初の３月３１日まで

　3歳児未満の児童を扶養している者
　所得額が一定未満 （扶養人数により異なる）
２　手当の月額
 　 第一子　　５，０００円／月
 　 第二子　　５，０００円／月
 　 第三子　１０，０００円／月
就学前特例給付
　３～６歳到達後最初の３月３１日まで

同一

２　新居浜市児童
　手当（市）

１　受給資格
  中学校を卒業するまでの児童４人以上養育している
　保護者。ただし、児童手当法に基づく児童手当等を
　支給されている児童は対象外。
２　手当の額
　３人を超える児童一人につき月額１，０００円を
　支給。

 合併時に新居浜市
の制度を適用する。

３　児童扶養手当
　（国）

 １　目的
　父母の離婚などにより父親と生計をともにしていない
　児童の母、あるいは母にかわってその児童を養育して
　いる者の福祉を図る。
２　受給資格
  児童が１８歳に達する日以降 最初の３月３１日(１８
　歳の年度末）までにある児童の母親等。ただし、所得
　額により支給制限あり。
３　手当の額（月額）　H14.4.1現在
　全額支給　一部支給 児童１人　42,370円　28,350円
  児童２人 上記に5,000円加算 ３人以上は１人につき
　3,000円ずつ加算される。

 １　目的
　父母の離婚などにより父親と生計をともにしていない
　児童の母、あるいは母にかわってその児童を養育して
　いる者の福祉を図る。
２　受給資格
  児童が１８歳に達する日以降 最初の３月３１日(１８
　歳の年度末）までにある児童の母親等。ただし、所得
　額により支給制限あり。
３　手当の額（月額）　H14.4.1現在
　全額支給　一部支給 児童１人　42,370円　28,350円
  児童２人 上記に5,000円加算 ３人以上は１人につき
　3,000円ずつ加算される。

同一

４　特別児童扶養
　手当（国）

１　目的
　精神または身体に障害のある２０歳未満の児童の福祉
　の増進を図る。
２　受給資格
　身体障害者手帳のおおむね１級～３級、あるいは療育
　手帳Ａ級～Ｂ級程度の障害を持つ児童を監護している
　親もしくは親に代わって児童を養育している者。
　ただし、所得額により支給制限がある。
３　手当額  対象児童１人につき １級　　51,550円
                               ２級　　34,330円

１　目的
　精神または身体に障害のある２０歳未満の児童の福祉
　の増進を図る。
２　受給資格
　身体障害者手帳のおおむね１級～３級、あるいは療育
　手帳Ａ級～Ｂ級程度の障害を持つ児童を監護している
　親もしくは親に代わって児童を養育している者。
　ただし、所得額により支給制限がある。
３　手当額  対象児童１人につき １級　　51,550円
                           ２級　　34,330円
　該当者なし

同一

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表

調整方針
現　　　　　　　　況

課題



児童福祉事業

項目 新居浜市 別子山村

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表

調整方針
現　　　　　　　　況

課題

５　保育所 １　保育所数及び定員等
(1)公立　14園　定員　1,340人
(2)私立　13園　定員　1,250人 　０歳児から全園で受
　　　　　　　　　　　　　　　け入れ
２　保育料
　１０階層の独自表（新居浜市保育料及び母子生活支援
　施設使用料その他の費用の納入規則）による。
３　保育所の保育時間
(1)　公立保育所　7:30～18:00（月～土）
(2)　私立保育所（概ね）　7:00～18:00（月～土）
　　　　 　　　　　　　 18:00～19:00（月～金　延長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保育）
４　保育所の休園日
(1)　公立保育所　日曜日、国民の祝日に関する法律に
　　　　　　　　規定

公立１ヶ所　定員５５人
保育料　月額１，５００円　所得区分なし
保育時間　月～金８：３０～４：３０

保育料の差異 別子山村の保育所
は地域性を考慮し、
へき地保育所として
引き継ぐ。ただし、保
育料については当
面、4,000円/月とす
る。

６　障害児保育事
　業（国、県、市)

 　保育に欠け、集団保育になじむ障害児について保育士
を加配して公私立保育所全園で受け入れる。
 (1)　平成１３年度 　公立　10園　対象児童　24人
　　　　　　　　　　 私立　 9園　対象児童　32人

現行どおりとする

７　一時保育事業
  （国）

 　急な用事等に対応するため一時保育を実施している。
 (1)公立保育所１園で実施
 (2)１歳以上で未就園児
 (3)定員　15人

 現行どおりとする

８　延長保育事業
  （国）

 　保護者の就労形態の多様化等に対応するため延長保
育を実施している。
 (1)私立保育所13園で実施
 (2)開所時間 　7:00～18:00の11時間開所した上で延長
               保育を実施
　11園　18:00～19:00
　 2園　18:00～18:30

 現行どおりとする

９　乳児保育促進
  事業（国）

 　乳児の途中入所に対応するため保育士を加配して乳
児保育促進事業を実施している。
 (1) 私立保育所  ６園で実施

 現行どおりとする

10　保育所地域
  活動事業（国）

 　保育需要の多様化に対応するため各保育所の地域の
特性に応じた地域活動事業を実施している。
 (1) 公立保育所 14園で実施
 (2) 私立保育所 13園で実施

 現行どおりとする



児童福祉事業

項目 新居浜市 別子山村

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表

調整方針
現　　　　　　　　況

課題

11　地域子育て
支
  援センター事業
  （国）

 　子育て家庭への相談、子育てサークルの育成支援等
を実施することにより子育て家庭の支援を行う。
 (1)私立保育所  １園で実施

 現行どおりとする

12  土曜保育助
成
  事業

 　市が委託している私立保育所に対して公立保育所と同
等に土曜保育に相当する保育士を加配することにより、よ
り良い保育を支援する。
 (1)私立保育所13園

 現行どおりとする

13　認可外保育
施
  設健康支援事
業

 　認可外保育所に入所している児童の健康保持のため
健康診断等の経費の一部を助成している。
 (1)対象は認可外保育施設。ただし、事業所内保育施設
は除く。

 現行どおりとする

14　私立保育所
助
  成事業

 　保育士の処遇改善、保育内容の充実、 運営の健全化
のために助成を行っている。
 (1)私立保育所13園が対象

現行どおりとする

15　私立保育所
施
  設整備事業

 　私立保育所が行う施設整備の経費の一部を助成して
いる。

 現行どおりとする

16  医療費助成
  （県）

１　受給資格　就学前児童（３歳到達翌日からは入院及
　　　　　　び歯科外来のみ）・母子家庭の母子（２０
　　　　　　歳未満の児童を養育している）
２　支給要件  母子家庭については所得税が非課税であ
            ることが条件
３　助成内容　各医療保険の負担割合の自己負担分

１　受給資格　３歳未満児・母子家庭の母子（２０歳未
             満の児童を養育している）
２　支給要件  母子家庭については所得税が非課税であ
            ることが条件
３　助成内容　各医療保険の負担割合の自己負担分

同一

17　児童遊園地・
  子供広場（市）

子どもの遊び場の確保を目的に児童遊園地９カ所、
子ども広場６１カ所を設置（ともに自治会管理）
　・児童遊園地については管理委託料支払い
    年間３２４，０００円

 現行どおりとする

18　家庭・婦人相
  談員設置

家庭・婦人相談業務
 相談員一人 　報酬　１，７５８，０００円

 合併時に新居浜市
の制度を適用する。

19　県災害遺児
福
  祉手当（県）

県費・災害遺児福祉手当
　　　 月額　３，０００円

県費・災害遺児福祉手当
　　　 月額　３，０００円

同一

20　母子福祉法
施
  行事務

母子寡婦福祉大会 優良母親表彰  合併時に新居浜市
の制度を適用する。

21　母親クラブ活
  動事業

母親クラブ補助金
　７クラブ １，３２３，０００円

 現行どおりとする



児童福祉事業

項目 新居浜市 別子山村

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表

調整方針
現　　　　　　　　況

課題

22  放課後児童
対
  策

留守家庭児童クラブ育成
 高津小学校外１１クラブ
 大規模加算　　９クラブ
 指導員　　　２１人
 　１２クラブの内 児童センター３、児童館１に
　ついては社会福祉協議会へ委託

 現行どおりとする

23　乳幼児健康
支
  援デイサービス
  事業

病後児童保育実施 （財）積善会に委託
  委託料　８，７３９，０００円

 合併時に新居浜市
の制度を適用する。

24　母子及び父
子
  家庭小口資金
貸
  付

小口資金貸付事務 ・・・社会福祉協議会へ委託 委託料
１１，０００円
 貸付金　 １，０００，０００円
 県借入償還金 ５００，０００円

 合併時に新居浜市
の制度を適用する。

25　母子生活支
援
  施設

１ 母子生活支援施設数及び定員
   ・公立１カ所　定員　２０世帯
２ 母子生活支援施設使用料
     新居浜市保育料及び母子生活支援施設使用料その
   他の費用の納入規則による
３ 母子生活支援施設入所者
　   配偶者のいない女子又はこれに準ずる事情にある
   女子及びその者の監護すべき児童。
４ 母子生活支援施設内容
　   保護するとともに自立の促進のために生活を支援
   する。

 合併時に新居浜市
の制度を適用する。

26  児童養護施
設
  の整備の状況

 (1)名 　称　新居浜市立東新学園
 (2)所在地　 新居浜市西連寺町２丁目８番３２号
 (3)敷地面積　 3,359.00m2
 (4)構　　造　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ一部鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造2階建て
 (5)建物面積　 1,079.13m2
 (6)職員数　 園長１名　副園長１名　係長２名
　　　　　 　保育士３名　指導員３名　栄養士１名
 　　　　　　調理員６名　寮母２名　保育士補助２名
 　　　　　　特別指導員１名 　　　　　 計　２３名
 (7)入所児童数　幼児４名　小学生１０名　中学生５名

 現行どおりとする。



介護保険事業

項目 新居浜市 別子山村
１　概要 平成１３．３．末現在

被保険者人口　第１号被保険者　２７，９００人
平成１３．３．末現在
被保険者人口 第1号保険者　１０５人

同一

２．保険料及び
納
　付方法

保険料 　基準保険料
　　　　（年額）３４，５００円
納付方法
　第１号被保険者
 　　年金年額１８万円以上…特別徴収
 　　上記以外　　　　　　…普通徴収
　第２号被保険者 　　医療保険と一括徴収

保険料 　基準保険料
　　　　（年額）３５，３００円
納付方法
　第１号被保険者
　　年金年額１８万円以上…特別徴収
　　上記以外　　　　　　…普通徴収
　第２号被保険者　　医療保険と一括徴収

保険料の相違 合併時に新居浜市の
制度に統一する。

３．納期 賦課期日　　４月１日
納期　普通徴収分について条例で定めている。
　第１期７月１日から同月３１日まで
　　～
　第９期３月１日から同月３１日まで

賦課期日　　４月１日
納期　普通徴収分　国保と同一
　第１期６月１日～同月３０日まで
　第２期８月１日～同月３１日まで
　第３期１０月１日～同月３１日まで
　第４期１２月１日～同月２５日まで

合併時に新居浜市の
制度に統一する。

４．組織体制 担当部署 　保健福祉部介護福祉課 総務課
認定審査会は宇摩広域市町村圏組合に委託

合併時に新居浜市の
制度に統一する。

５．上乗せ給付 なし なし

６．特別給付 なし なし

７．保健福祉事
業

なし なし

８．介護保険施
設
　入所者数

平成１３．３．末現在
 　特別養護老人ホーム入所者３５９人
 　老人保健施設入所者　　　２６７人
 　療養型病床群入所者　　　　７７人
 　　　　計　　　　　　　　７０３人
  　　　　対高齢者人口比　０．５％

平成１３．３．末現在
 　特別養護老人ホーム入所者　　１人
 　老人保健施設入所者　　　　　０人
 　療養型病床群入所者　　　　　０人
 　　　　計　　　　　　　　　　１人
  　　　　対高齢者人口比　０．９５％

調整方針

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表
現　　　　　　　　況

課題



項目 新居浜市 別子山村
１　分別  ６種分別 　A 燃やすごみ 　 B プラスチックごみ 　 C 資源

ごみ 　 D 雑ごみ 　 E 有害ごみ 　 F 大型ごみ
 ４種分別 　A 不燃ごみ 　 B 粗大ごみ 　 C 混合ご
み 　 D 資源ごみ

分別の徹底 合併時に新居浜市の制
度に統一する。

２　収集 A 収集区域　市内全域
B 収集体制・家庭系ごみ 委託回収
C 収集委託・可燃物・不燃物 ・プラスチックごみ ・大型ご
み
D 収集方式・家庭系ごみ 　ステーション収集方式 　・事業
系ごみ　 許可収集・自己搬入 　・大型ごみ　戸別収集
E 収集頻度・燃やすごみ　週２回 ・プラスチックごみ　週１
回 　・資源ごみ　月２～３回 　・雑ごみ・有害ごみ 月２回
・ 大型ごみ １回１０個まで
F ごみステーション ５，３０８ヶ所

 業者委託による可燃ゴミ以外の収集区域　村内全
域 　方式　ステーション方式（３３カ所） 　頻度　月３
回程度

事業内容に差がある 別子山村においては、ス
テーションを整理統合し、
可燃週２回・プラスチック
週１回・資源月２～３回・
雑月２回・大型ごみ月２
回の収集をする。

３　ごみ処理に関
　するその他の制
　度

 不法投棄撤去業者委託　（委託料６９８千円） 合併時に新居浜市の制
度を適用する。

 環境美化推進員 平成14年4月1日より施行の 「きれいな
まち新居浜をみんなでつくる条例」第8条により委嘱 　 推
進員 100名以内　 任期 2 年　　 謝礼金なし

合併時に新居浜市の制
度を適用する。

 資源ごみ集団回収推進事業 登録団体(195団体:12年度
実績)に対して回 収量に応じた補助金 古紙類　6円/kg 古
布・ｽﾁ-ﾙ缶・ｱﾙﾐ缶　各3円/kg

合併時に新居浜市の制
度を適用する。

 不用品情報登録制度不用品の「譲ります」「探していま
す」という情報を登録して本庁設置の伝言板とホームペー
ジで紹介

別子山村に伝言板を設
置する。

生ごみ処理容器等設置事業補助金
ｺﾝﾎﾟｽﾄ容器・水きり容器　容器本体価格の1/2で3,000円/
個限度、ｺﾝﾎﾟｽﾄ1基　水切り容器2基
電気式生ごみ処理容器　容器本体価格の1/2で15,000円/
個限度　1基

 生ゴミ処理容器購入助成
 　コンポスター１基につき３，０００円を限度

事業内容に差がある 合併時に新居浜市の制
度に統一する。

 放置自動車廃物判定委員会
 　委員　10名以内　任期 2年　謝礼 9,000 円/回･人

合併時に新居浜市の制
度を適用する。

環境衛生事業

調整方針現　　　　　　　　況 課題

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表



項目 新居浜市 別子山村

環境衛生事業

調整方針現　　　　　　　　況 課題

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表

４　公営葬儀 公営葬儀業者委託　（葬祭具　霊きゅう車）  葬祭具のみ無料貸出 事業内容、使用料に
差がある

合併時に新居浜市の制
度を適用するが、別子山
村の祭具貸出(無料)は、
当面存続する。公営葬儀
の使用料については、合
併時までに調整する。

５　斎場・火葬場  新居浜市斎場　（運営業務は委託）  火葬場１カ所（直営） 運営形態に差がある 当面、現行どおりとする。

６　合併処理浄化
　槽

 合併処理浄化槽設置整備事業補助金
 現況　平成１３年度１６０基程度
（補助対象）
 第３条　市長は公共下水道の計画決定区域外において
       合併処理浄化槽を設置使用とするものに対し
       て、予算の範囲内で補助金を交付する。
（補助金額）
 第４条　補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要す
       る費用に相当する額とし、別表１の第Ⅰ欄 に掲
       げる区分につき、それぞれ同表の第２欄に定め
       る額を限度とする。
 別表１
      １．人槽区分
      ２．限度額 　５人槽       ３５４千円
                   ６～７人槽　 ４１１千円
                 ８～１０人槽　 ５１９千円

 合併浄化槽設置整備事業補助金
 平成１４年度より施行
 年５基程度
 補助金額
　５人槽　　　　　８００千円
　６～　７人槽　　９６０千円
　８～１０人槽　１２８０千円

補助金額の差があ
る。

合併時に新居浜市の制
度に統一する。

７　犬引き取り回
　収事業

 定時・定点回収制度（県）
 捕獲箱貸し出し制度（業者委託）

 捕獲箱貸し出し制度（直営） 運営形態に差があ
る。

合併時に新居浜市の制
度に統一する。

８　雑草の除去  　平成14年4月1日より施行の 「きれいなまち新居浜をみ
んなでつくる条例」第１２条において空き地の管理があり、
調査・指導・勧告・命令後代執行が出来、費用徴収する

合併時に新居浜市の制
度を適用する。

９　悪臭  悪臭防止法（全地域指定） 現行どおりとする。

10　騒音  環境基準・騒音規制法・県公害防止条例の規制を受ける
（全地域指定）

現行どおりとする。

11　振動  振動規制法・県公害防止条例の規制を受ける 現行どおりとする。



項目 新居浜市 別子山村

環境衛生事業

調整方針現　　　　　　　　況 課題

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表

12　特定建設作業  騒音・振動規制法・県公害防止条例の規制を受ける 現行どおりとする。

13　土砂条例 　愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の
発生の防止に関する条例の意見 提出事務

現行どおりとする。

14　ごみの散乱防
  止に関する条例

 「きれいなまち新居浜をみんなでつくる条例」　 「放置自
動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例」

合併時に新居浜市の制
度を適用する。

15　し尿処理施設  衛生センター
  処理能力　 140kl／日
　１日当りの処理量 123kl／日(し尿及び浄化槽汚泥）

 大湯地区自然的農村還元槽３基 処理形態の違い 新居浜市の処理施設で
処理する。

16　し尿汲み取り 委託業者及び許可業者（１５０円／１８Ｌ）  許可業者（２４５円／１８Ｌ) 手数料の差がある。 合併時に新居浜市の制
度に統一する。

17　ごみ処理・施
  設

１．焼却施設　処理能力７５ｔ／日×３炉
２．破砕施設　処理の力５０ｔ／５ｈ
３．ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ処理能力
      資源ごみ選別施設　　１５ｔ／５ｈ
      ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ減容化施設　　５ｔ／５ｈ
      前処理破砕施設　　　２０ｔ／５ｈ
４．最終処分場　埋立容量３３５，０００ｍ３

１．焼却施設
　　地区毎に小型焼却炉１０基程度設置
２．破砕施設　　処理施設なし
３．ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ 処理施設なし
４．最終処分場　処理施設なし

新居浜市の処理施設で
処理する。

18  環境行政に関
  するその他の制
  度

 環境基本条例 　平成14年9月制定予定 合併時に新居浜市の制
度を適用する

 環境アドバイザー　　登録制度 　26名登録　謝礼金なし 合併時に新居浜市の制
度を適用する

 環境市民会議 　公募委員 25　名
 任期 2年 　謝礼金なし

合併時に新居浜市の制
度を適用する

 グリーンショップ宣誓制度環境に配慮した事業活動を
行っている事業者を登録（宣誓）し、市民に広報する。

合併時に新居浜市の制
度を適用する

 廃棄物減量等推進審議会　　委員20名以内
 任期 2 年　 委員謝礼金なし

合併時に新居浜市の制
度を適用する



項目 新居浜市 別子山村

環境衛生事業

調整方針現　　　　　　　　況 課題

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表

18  環境行政に関
  するその他の制
  度

 グリーン購入ガイドライン 市が調達を要する物品等の選
択ガイドラインを策定しグリーン購入を推進する。

合併時に新居浜市の制
度を適用する

 環境審議会　　委員 20 名
 任期 3 年　 謝礼　 9,000 円/回･人

合併時に新居浜市の制
度を適用する

環境基本計画　平成15年12月策定予定 合併後調整を図るものと
する

一般廃棄物（ごみ）処理基本計画  平成15年3月改訂予定 別子山村を組み込んだ
計画とする

19　公衆便所 設置数　９ 設置数　９ 現行どおりとする。

20  交通災害共済
　事業

 新居浜市交通災害共済事業（市独自） 愛媛県町村交通災害共済制度に加入 合併時に新居浜市の制
度に統一する。

21  交通安全教育 幼・保・学校・高齢者などを対象に交通安全教育を実施
年166回　　18,600名

幼・保・学校・高齢者などを対象に交通安全教育を
実施

合併時に新居浜市の制
度に統一する。



農林水産事業

項目 新居浜市 別子山村
１　農村地域整備
　開発促進事業

１  経営対策体制整備推進事業 160千円
  　経営・生産対策推進会議による地域農業マスタープ
    ランの策定や年度活動計画の協議・調整等を行
    う。
２  農業経営体体質強化対策事業 1,300千円
  　農業経営基盤強化促進法に基づく基本的な構想を実
　　現していく事業

合併時に新居浜市の制
度を適用する。

２　米穀集荷対策
　事業

  食糧法の計画流通制度により、消費者への米の計画的
かつ安定的な供給を目的に、予定計画出荷基準数量の決
定から計画出荷基準数量の確定まで、生産者へ数量通知
等の事務処理を行う。 　　　　　246千円

合併時に新居浜市の制
度を適用する。

３　生産調整推進
　対策費

 米余剰に対し、「食料・農業・農村基本法」を踏まえ現在、
水田農業経営確立対策を行っている。
 1  生産調整推進対策指導推進事業　 3,331千円
 2  生産調整推進対策確認事務  　　 1,791千円
 3  水田営農高度化推進事業　         770千円
 4  水田営農活性化事業　　        　 240千円
 5  農業生産総合対策事業　　　        24千円

１  生産調整推進対策指導推進事業  23千円
２  生産調整推進対策確認事務      24千円

合併時に新居浜市の制
度に統一する。

４　農林漁業後継
　者自立支援事
業

1  青年農林漁業者等技術研修支援事業
2  後継者結婚祝い金支給事業
3  後継者住宅整備支援事業
 　　上記に該当あれば、支出

現行どおりとする。

５　若い農業者就
　農促進対策費

  若い農業者や農家子弟の組織活動を支援することによ
り、担い手の確保や農地の有効利用を図る。
  　青農くらぶ活動助成　　 150千円

現行どおりとする。

６　農業共済組合
　育成費

 当事業は、農業災害補償法に基づき、農業共済制度の安
定を図るため、補助金を出し育成するものである。
補助額　2,500千円

 新居宇摩農業共済事業補助金として５０千円の補助金
支出

合併時に統一する

７　農畜産物共励
　展示費

 にいはま農業まつりにおける定額補助。
   農産物品評会、枝肉共励会、各種即売等を通じ、農
 家の生産意欲と活力ある新居浜農業の発展拡大を図る。
   総事業費・ＪＡ新居浜市　5,000千円
 　　　　          　内市 　 950千円

現行どおりとする。

調整方針

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表
現　　　　　　　　況 課題



農林水産事業

項目 新居浜市 別子山村
調整方針

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表
現　　　　　　　　況 課題

８　地域農業活性
　化対策事業

 中核的な農家に対し、支援を行うことで適地適作の作物振
興、農地の有効利用、転作作物の定着化等を図り、地域農
業の活性化を目指す。
 1  21世紀型農業産地育成事業
　　 　条件整備事業　18,270千円
  　　 市町村推進事  　 200千円
 2 キュウリ予冷庫設置事業
                      3,298千円

現行どおりとする。

９　自然農園推進
　費

  良好な生活環境の保全と遊休農地の有効活用という見
地から、現在市内に54農園あり、ふれあい研修会・収穫祭
等を通じ、会員や市民との交流を図っている。
 1  自然農園推進委託料　　  390千円
 2  ふれあい農園推進委託料　260千円

現行どおりとする。

10　水産業振興
事
　業

 近年の漁業を取り巻く環境は、水産資源水準の低迷等に
加え、養殖魚との需給バランスの崩れや輸入水産物との競
合による生産者価格の低迷、一般消費者の魚離れ等の要
因から、漁家経営の悪化している今日、つくり育て売る漁業
への支援、漁場環境の保全、共同利用施設等の整備拡充
を図る。
  1.中間育成放流事業　　　  523千円
  2.漁場廃棄物回収事業　　  760千円
  3.共同利用施設設置事業  1,140千円
  4.活魚水槽給水ﾎﾟﾝﾌﾟ補修   950千円

 銅山川内水面漁業協同組合に稚魚放流事業補助金と
して、１０万円を毎年補助している。総補助金は、１００
万円であるが、残り９０万円は伊予三島市が負担してい
る。

現状は、総補助事業
費100万円のうち,10
万円ですんでいる
が、合併後は、伊予
三島市と1/2づつと
なる可能性がある。

銅山川漁協との調整を
行う。

11　漁場造成事
業

 昭和４０年から４２年にかけて設置されたノリ養殖用の導
流堤が、現在ではノリ養殖の衰退から、漁船や一般船舶の
航行の支障となっている。これを撤去する際に発生する石
材により、新たな漁場を造成する。
 1.漁場造成(L=40m)　　6,900千円

現行どおりとする。

12　大島漁港改
修
　事業

 近年の漁船の大型化により、既存漁港内の航路泊地の水
深が不足し、安全な漁船の係留が困難な状況にあるため、
総合的な機能を有する、安全で利便性の高い漁港の建設
を図る。また、浮桟橋、渡橋、特目岸壁の改修を実施する。
    1.航路浚渫　　　　　　  19,200千円
    2.底質調査　　　　　　   　800千円
    3.渡橋製作　　　　　　  36,000千円
    4.護岸・桟橋渡橋据付　  74,000千円

現行どおりとする。



農林水産事業

項目 新居浜市 別子山村
調整方針

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表
現　　　　　　　　況 課題

13　漁港整備事
業

 市内５漁協の基盤施設は、それぞれ老朽化が著しく、各漁
協からの要望を受けて、優先順位を付け、緊急性の高い要
望から順次、施設の補修、整備を実施してゆく。
    1.野積場舗装(沢津)　 　800千円
    2.公園整備等(沢津)　 　950千円
    3.港内道路改良(沢津) 3,000千円
    4.道路浸水対策(大島) 8,300千円
    5.改修附帯(大島)　　 1,300千円

現行どおりとする。

14　その他漁業
関
　係事業

 平成１５年度以降の漁港整備、漁港海岸整備、漁業振興
などの各種事業を予定している。

現行どおりとする。

15　広域基幹林
道
　開設事業

 県営事業広域基幹林道加茂角野線の開設負担金等
 新居浜市分13,7km
   地元負担金(10%) 9,000千円
   開設付帯事業　　3,216千円

現行どおりとする。

16　林道開設事
業

 県単林道２路線開設補助金
   大野山小又線　 1,500千円
   長谷芳谷線　　 1,500千円 50%補助　地元負担なし
 林道開設等債務負担償還補助
（平成元年～１２年度事業分）
   補助金37,939千円

林道費90,709千円で村が林道開設を行っている。
  保土野線開設工事
  太田尾大湯線開設工事
　豊後線開設工事
   3 路線設計委託等

新居浜市は補助金
で実施しているが、
別子山村は直営で
開設している。

当面、現行どおりとす
る。

17　林道管理費  市管理林道高速側道の維持管理管理費1,990千円
一般通行の多い組合管理林道の管理補助　1,382千円

林道維持管理費3,432千円 当面、現行どおりとす
る。

18　森林整備担
い
　手育成対策事
業

 担い手育成確保のため、県単事業で労災保険料、退職金
積立に補助
補助　　 　　570,000千円
県補（1/3)　 284,000千円
市補 (1/3) 　286,000千円

現行どおりとする。

19　林業構造改
善
　事業

 林業構造改善事業補助金　　 (H.11～H13)
 担い手育成推進事業・経営基盤拡充 事業
  市補助(国県補助含)　6,101千円
 経営効率化事業（林道開設）
 市補助(国県補助含)　44,690千円 地元負担なし

現行どおりとする。

20　水土保全緊
急
　間伐対策事業

 水土保全緊急間伐対策事業補助間伐 102ha
事業費16,107千円
　 市補助金（国県補助含）8,296千円 市補助率20%以内

現行新居浜市のみ
であるが、合併後は
事業増加となる。

現行どおりとする。



農林水産事業

項目 新居浜市 別子山村
調整方針

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表
現　　　　　　　　況 課題

21　林業・木材産
　業構造改革事
業

 林業・木材産業構造改革事業補助  (H14～H18)
平成14年度事業費30,000千円
林道開設140m
市補助（国県補助含）30,500千円

現行どおりとする。

22　森林管理推
進
　費

 放置林対策事業として「愛媛の森林基金」に会費を負担
（H14～H23）24,318千円
  平成14年度 809千円

 （財）愛媛の森林基金へ８万円を負担している。 合併時新居浜市に統一
する。

23  ふるさと水と
  土保全対策事
業

 １　集落共同活動補助
(市補助金　 50千円)
ふるさと水と土保全対策基金条例

活動実績なし
中山間ふるさと水と土保全基金

別子山村の基金の
取扱い

合併時に新居浜市の制
度に統一する。

24  土地改良事
業

１　県単独土地改良事業（負担金・補助金)
　・農道改良事業
     大野井手地区(市補助額　3,097千円)
 　　八ツ峰地区(市補助額　4,969千円)
     馬渕新田南地区(市補助額　2,171千円)
     芳谷地区(市補助金　1,255千円)
     又野東地区(市補助金　6,254千円)
     榎木又地区(市補助金　6,213千円)
     長野上井手地区
                   (市補助金　1,264千円)
     長野下井手地区
            (市補助金　4,388千円)
　・かんがい排水事業
     大井手地区(市補助金　4,429千円)
     早尾井手地区(市補助金　3,368千円)
　　 前浜地区(市補助金　5,725千円)
     田出原池地区(市補助金　1,103千円)
     小河谷地区(市補助金　3,315千円)
     蔵の内東地区(市補助金　  735千円)
     洪水幹線地区(市補助額　8,082千円)
     宇高北地区(市補助額　6,735千円)
　・農道舗装事業
     くの坪地区(市補助金　  574千円)
     馬木地区(市補助金　1,434千円)

 なし
別子山村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する
条例

合併時に新居浜市の制
度に統一する。



農林水産事業

項目 新居浜市 別子山村
調整方針

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表
現　　　　　　　　況 課題

24  土地改良事
業

２　土地改良施設維持管理適正化事業
      （負担金・補助金)
  ・ため池補修事業
     六郎池地区(市補助金　2,075千円)
  ・水路補修事業
     政枝松木幹線地区(市補助金　2,075千円)
     膳明地区(市補助金　2,075千円)
     北内地区 (市補助金　1,660千円)
     宮原地区(市補助金　1,660千円)
     政枝幹線地区(市補助金　1,245千円)
     洪水幹線政枝地区(市補助金　  830千円)

 なし
（上記に同じ）

合併時に新居浜市の制
度に統一する。

３　県営ため池等整備事業（負担金・補助金)
　　四ツ池地区 H13～H15
　　(H14市負担金　5,250千円)

 なし（ため池がない） 合併時に新居浜市の制
度に統一する。

４　市単独土地改良事業（負担金・補助金)
  ・市単独土地改良事業
     水路改良22地区(市補助金  27,400千円)
     農道改良3地区(市補助金　 4,600千円)
     ため池用地測量1地区(市補助金　 1,000千円)
     登記関係事業(市補助金　 5,000千円)

村営単独事業（2,000千円）
　　　　　　　　　排水路の改修
別子山村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する
条例

合併時に新居浜市の制
度に統一する。

５　ため池等整備事業（市直営)
    山神地区　　　H14～H16  (H14市費　6,100千円)

合併時に新居浜市の制
度に統一する。

６　農業用樋門改修事業(市単独)
    松神子樋門電動化　　　　(市費　 6,000千円)

合併時に新居浜市の制
度に統一する。

７　農道等維持管理事業
    農道・水路補修　　  　　(市費　20,000千円)

合併時に新居浜市の制
度に統一する。

８　原材料支給事業 　(市費　 2,000千円) 合併時に新居浜市の制
度に統一する。

９　県単独土地改良事業償還金補助
  ○債務負担償還金補助
    S62～H13県単独土地改良事業
    農林漁業金融公庫借入金の償還補助
   (H14償還金　72,372千円)

合併時に新居浜市の制
度に統一する。



農林水産事業

項目 新居浜市 別子山村
調整方針

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表
現　　　　　　　　況 課題

24  土地改良事
業

10  新居浜市土地改良事業補助金交付要綱に基づき土地
改良区に事業補助

別子山村土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条
例

別子山村に土地改
良区がない

合併時に新居浜市の制
度に統一する。
別子山村は合併前に土
地改良区の設立につい
て検討する。

25  土地改良道
路
  等の施設の管
理
  及び境界立ち会
  い等

  土地改良事業で造成された施設の管理、法定外公共物
の管理及び境界立ち会い、各種証明書の発行は土地改良
区が行う。

村直轄 別子山村に土地改
良区がない

合併時に新居浜市の制
度に統一する。
別子山村は合併前に土
地改良区の設立につい
て検討する。

26  災害復旧事
業

  国庫災害復旧事業は新居浜市が事業主体、単独災害は
土地改良区が事業主体で施行

村直轄 別子山村に土地改
良区がない

合併時に新居浜市の制
度に統一する。
別子山村は合併前に土
地改良区の設立につい
て検討する。



建設事業

項目 新居浜市 別子山村
１　公園
(1)管理

 都市計画課  公園法に該当する公園　なし 合併時に新居浜市の
制度を適用する。

(2)使用料  都市公園条例  第９条、法第５条第２項、法第６条第
１項、同条第３項、第２条第１項若しくは同条第３項の
許可を受けた者は、別表第１又は別表第２に掲げる額
の使用料を納付しなければならない。ただし、次の各
号に掲げる使用料については、別表第２より算定した
額に１００分の１０５を乗じて得た額（その額に１円未満
の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。）
を使用料として納付しなければならない。
(1)競技会、集会、展示会、博覧会、その他これらに類
する催しのため設けられる仮設工作物（法第７条第６
号）
(2)行商、募金その他これに類する行為をすること。
(3)業として行う写真の撮影のうち臨時的なもの
(4)業として行う映画の撮影
(5)興業
(6)競技会、展示会、博覧会、音楽会、撮影会その他こ
れらに類する催しのため、都市公園の全部又は一部
を独占して利用すること。（条例第２条第１項第４号）

合併時に新居浜市の
制度を適用する。

２　都市計画の区
　域区分

 有 区域区分　なし

３　道路公園等の
　都市基盤整備

新居浜駅周辺において土地区画整理事業を施行中
駅前地区　面積　　２７．８ｈａ
　　 　　事業費　　２６１億円
　 　　　　　　９．４億円／ｈａ

土地区画整理事業　なし 現行どおりとする。

調整方針
現　　　　　　　　況

課題

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表



建設事業

項目 新居浜市 別子山村
調整方針

現　　　　　　　　況
課題

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表

 １．自治会役員又は世話人等で土地所有者の同意を
得た後、市へ要望。
要望受付
　↓
現地調査
　↓
協議調整
　↓
測量実施
　↓
用地買収、物件補償
　↓
分筆・所有権移転登記
　↓
工事実施

１．住民からの要望もあるが、現行では村担当が判断し
て事業化している。

２．用地の確保
　国土調査が進捗中なので、土地、物件とも補償で処
理し、後の国土調査で公的格付けをする。
　補償費　山林　　100円／㎡
　（基準）田、畑　3000～5000円／㎡
　　　　　物件　用対連基準適用

　別子山村は国土調査
が進められており、分
筆・所有権移転登記の
必要性が薄いが、早期
に改善が必要である。

合併時に新居浜市の
制度に統一する。

 ２．用地買収基本方針
①有効幅員4.0mに拡幅する場合
　田、畑　　700円／㎡
　宅　地　1,000円／㎡
②有効幅員4.0m以上に拡幅する場合
　4.0mまでの部分は①と同じ
　4.0mを超える部分は時価
③隅切りの場合は時価

 ３．物件補償基本方針 　建物は基本的に買収線に当
たらないよう計画する。取り壊しだけですむ場合は市
で施工することもある。
  塀や生け垣等は補償金で対応し、当家で施工する。

５　道路法に関す
　る諸届出
　３２，２５条関
　係
　２４条関係

道路法による許可、協議
  占用、承認

道路法による　許可、協議、条例
無料
承認

道路占用条例等の統
一

合併時に新居浜市の
制度に統一する。

６　道路法による
　新規道路の認定
　基準

開発行為、原則的に帰属
その他の道路、認定基準に基づき認定する。

認定基準　なし 市道路認定基準に適合
しない村道の取り扱い

合併時に別子山村の
村道をすべて市道認
定する。（新居浜市道
路認定要綱第２条ただ
し書きを適用）

４　市単独予算で
　の道路拡幅に関
　する基本方針



建設事業

項目 新居浜市 別子山村
調整方針

現　　　　　　　　況
課題

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表

７　道路境界事務
　に関する事項

公図、台帳等幅員による確認 その都度公図、幅員、現場確認 道路台帳の統一 合併時に新居浜市の
制度に統一する。

８　道路維持管理
　舗装補修
　パトロール
　除草、剪定

業者委託　年間３３，０００千円
パトロールの実施
業者委託　年間２２，０００千円

砂利道　なし
舗装補修　常時実施
パトロール実施（常時）
委託

合併時に新居浜市の
制度に統一する。

９　建築基準法
　その他関連法の
　関係事務

新居浜市長が特定行政庁設置。
　　　（昭和５５年４月１日）
建築確認等の事務。
建築基準法第４条第２項の規定による、建築主事を
置いている。
新居浜市建築関係手数料条例（別表第１，別表第２，
別表第３）

愛媛県知事の特定行政庁の行政区域。三島土木事務
所管内。

手数料は、愛媛県と新居浜市は同一

新居浜市長の事務。
通称、ハートビル法・耐震改修促進法・建設リサイクル
法の事務。

愛媛県知事の事務。
三島土木事務所管内。

10  住宅金融公庫
  法関係事務

住宅金融公庫受託事務。
住宅金融公庫の融資住宅等の設計審査及び現場審
査。

愛媛県知事の事務。
三島土木事務所管内。

業務委託契約の変更
手続きは必要なし。
（ただし、新市の名称が
変更となる場合には、
住宅金融公庫に連絡す
る）

11  租税特別措置
  法関係事務

住宅用家屋証明事務。
新居浜市建築関係手数料条例（別表第３第１項）
申請手数料　１，２００円／１件

別子山村の事務。
実績：近年にはなし。

合併時に新居浜市の
制度に統一する。

優良住宅新築認定事務。
新居浜市建築関係手数料条例（別表第２第３３項）

別子山村の事務。
実績：近年にはなし。

合併時に新居浜市の
制度に統一する。



建設事業

項目 新居浜市 別子山村
調整方針

現　　　　　　　　況
課題

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表

12  公営住宅法関
  係事務

公営住宅の整備（建設及び管理）
公営住宅
次良丸団地の建て替え完了以降、事業は中断してい
るが、今後も狭小老朽化したものの建て替え事業を推
進する必要がある。
建設担当：建築課
管理担当：管財課
管理総戸数　２,０１７戸

別子山村村営住宅
・公営住宅
　昭和３２年築　木造　５戸(弟地）
　　　　〃　　　　〃　５戸(保土野）
・活性化推進住宅
　平成１２年築　　木造　　４戸（瓜生野）
  平成　５年築　　ＲＣ　　６戸（肉淵）
　平成　４年築　　木造　　１戸（肉淵）
　昭和３２年築　　木造　　１戸（草原）
　　　　　管理総戸数　２２戸
　備考　上記のほかに弟地の公営住宅１戸は老朽化の
　　　ため、年度内に取り壊し予定
建設担当：特に定まっていない
管理担当：総務課財務係
「公的住宅事業」
　活性化推進住宅１２戸は、村への入村・定住を期待し
て、村単独事業で取り組んだものである。

建設関係
昭和３２年築（木造）
１１戸が耐用年数をす
ぎ、老朽化している。

公営住宅の建設につ
いては新市建設計画
に基づき、計画的に実
施するものとする。



下水道事業

項目 新居浜市 別子山村
１　公共下水道事
　業

受益者負担に関する条例
①負担金の額（条例第４条）
   下記に掲げる１平方㍍当たりの額に土地の面積を乗じ
て得た額
      排水区域　　 １平方㍍当たりの額
         第１次排水区　　　　 １５２円
         第２次排水区　　　　 ２１０円
         第３次排水区　　　　 ２１０円
         第４次排水区　　　　 ２５２円
②負担金の納期(規則第6条)
 　 第１期　　７月１日～７月31日
　　第２期　　10月１日～10月31日
 　 第３期　　１月１日～１月31日

 

③納期前納付（条例第７条第４項）
　 当該納期の後の納期（次年度以降に係る納期を含
 む）に係る納付すべき負担金を合わせて納付するこ
 と。

 

④納期前納付報奨金(規則第8条)
  条例第７条第４項ただし書きの規定により負担金を納期
前納付したときは、納期前に納付した額の100分の0.35に
納期前の月数を乗じて得た額を納期前納付報奨金として
交付する。

 

新居浜市下水道条例
（下水道使用料の徴収方法）
水道局に徴収事務を委任している。
（使用料）
第１７条　市長は、公共下水道を使用する者から使用料を
徴収する。
 ２　使用料の額は、使用者が毎使用月において排除した
汚水の量に応じ次の表の定めるところにより算定した額に
100分の105を乗じて得た額とする。ただし、その額に１円
未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるも
のとする。
使用料（１月につき）
基本水量１０立方㍍まで基本料金８５０円
　超過料金立方㍍つき
　　１０立方㍍を超え２０立方㍍まで   １０５円
　　２０立方㍍を超え５０立方㍍まで　 １３５円
　　５０立方㍍を超え100立方㍍まで　  １５５円
　　１00立方㍍を超えるもの    　 　  １７５円
湯屋汚水     １立方㍍につき　　　　  　２５円

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表

調整方針現　　　　　　　　況 課題



下水道事業

項目 新居浜市 別子山村

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表

調整方針現　　　　　　　　況 課題

１　公共下水道
　事業

（汚水排除量の認定）
第１８条　使用者が排除した汚水量の認定は、次の各号に
定めるところによる。
 (1)水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。た
だし、２以上の使用者が給水装置を共同で使用している場
合は、市長が認定する。
 (2)井戸水その他の使用による汚水量の排出量は、使用者
の態様その他の事情を考慮して市長が認定する。
家庭用に地下水を使用する場合
    一人につき　　８‰とする
事業用に地下水を使用する場合
    量水器による実測

 水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する
規則
   既設便所を水洗便所に改造する者に対する改造資金
 の融資あっせん及び融資を行う取扱金融機関への利子
 補給
 (1)融資あっせん　１件５０万円以内
 (2)償還額　　　　１万円×５０回

 

 生活扶助世帯水洗便所改造資金補助金交付規則
  既設のくみ取り便所を水洗便所に改造する生活扶助
  世帯に対し、改造工事に要する経費について、予算
  に定める範囲内で補助する。
  ・補助金　最高限度額　　２０万円

 

２　農業集落排水
　事業

 　なし

３　合併処理浄化
　槽

 市民環境部から提出  

４　督促手数料 ・督促手数料の額 　１通につき１００円
・対象となる使用料等
 　①受益者負担金
　 ②下水道使用料

 

５　登録手数料  新居浜市下水道条例 （登録手数料） 第３２条
　(1)指定工事店　１件　5,000円
　(2)責任技術者　１件　3,500円

 

６　雨水放流同意 施設管理者の同意が必要 合併時に新居浜市の制
度に統一する。（ただし、
管理者との協議が必要）

７　合併浄化槽処
　理水放流同意

施設管理者の同意が必要  管轄自治会長の同意を必要とする 合併時に新居浜市の制
度に統一する。（ただし、
管理者との協議が必要）



下水道事業

項目 新居浜市 別子山村

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表

調整方針現　　　　　　　　況 課題

８　河川管理 ・普通河川は災害復旧事業等で改修
・県管理河川の管理協定部分の維持管理　　　　　　　　　・
準用河川の指定なし（河川管理条例の規定なし）

・普通河川は災害復旧事業等で改修
・準用河川の指定なし（河川管理条例の規定なし）
・銅山川他１０河川（一級河川支川　県管理）

９　排水路・下水
　管取付使用許可
　申請

放流先の施設管理者の同意か許可が必要 村有施設なし。用水路、県道側溝、河川へ個々に放流 合併時に新居浜市の制
度に統一する。（ただし、
管理者との協議が必要）



学校教育事業

項目 新居浜市 別子山村
 １．幼稚園
（１）公立幼稚園

・幼稚園数 ２園［定員480名］［実員223名]
1.対象　４，５歳児　２年保育
2.入園料　 2,000円 　保育料　4,000円／月
3.保育時間　9:00～12:00(月水金曜は14:00まで)
4.送迎バス　なし
5.保育料の減免
・市民税非課税世帯 　　 年額20,000円

現行どおりとする。

（２）私立幼稚園 ・幼稚園数　１０園
［定員2,400名］［実員1,345名]
1.対象　３，４，５歳児
2.幼稚園就園奨励費補助金
・市民税非課税及び生活保護世帯年額90,000円
・市民税所得割非課税世帯　　　年額70,000円
・市民税所得割課税の額102,100円以下となる世帯
年額32,000円

現行どおりとする。

・小学校　平成13年5月1日現在
(1)学校数　１７校
(2)学級数 　普通学級　２３３ＣＬ
　　　　　　特殊学級　　１６ＣＬ
(3)児童数　　7,076人
(4)施設状況 一般校舎　　73,101㎡
　　　　　　屋内運動場　15,929㎡
　　　　 　 柔剣道場　なし
(5)敷地面積　333,751㎡
(6)給食実施状況 　 単独　１７校
　　　　　　　　　 共同　なし

・小学校
(1)学校数　 １校
(2)学級数　　普通学級　 　２ＣＬ
　 　　　　　特殊学級　 　　ＣＬ
(3)児童数　　　　７人
(4)施設状況　一般校舎　 １，００９㎡
　　　　　 　屋体講堂　 　　５５１㎡
　　　　　 　柔剣道場　 なし
(5)敷地面積　　　４，１７９㎡
(6)給食実施状況 　単独（自校調理）
　１校 小・中学校児施童生徒が小学校状のランチルー
ム況で一緒に食事をしている。自校調理、小中共同実
施

・中学校　平成13年5月1日現在
(1)学校数　１１校
(2)学級数 　 普通学級　１１７ＣＬ
　　　　　 　特殊学級　１２ＣＬ
(3)児童数　3,978人
(4)施設状況 　 一般校舎　46,069㎡
　　　　　　　 屋内運動場　11,167㎡
　　　　　　　 柔剣道場　4,461㎡
　　　　　　　 プール　4,325㎡
(5)敷地面積　266,545㎡
(6)給食実施状況 　 単独　２校
　　　　　　　　　 共同　９校

・中学校
(1)学校数　１校
(2)学級数 　普通学級 　２ＣＬ
　　　 　 　特殊学級 　　ＣＬ
(3)児童数　　　　 １１人
(4)施設状況　　一般校舎　 　 ８５２㎡
　　 　　　　　屋体講堂　 　 １４５㎡
　　　　 　　　柔剣道場　 　　なし
　 　　　　　　プール　　村民プールを授業中専有
(6)給食実施状況
　小・中学校児施童生徒が小学校状のランチルームで
一緒に食事をしている。
自校調理、小中共同実施。

現　　　　　　　　況 課題 調整方針

 ２．義務教育
（１）小中学校の
　　概況

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表



学校教育事業

項目 新居浜市 別子山村
現　　　　　　　　況 課題 調整方針

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表

（２）市費職員(用
　　務員)
　[給食関係は別
　 記]

・非常勤職員
・年齢(30～59歳)
大島は例外
・各校２名
午前、午後各１名
・勤務時間　　午前( 7:30～12:30)
　　　　　　　午後(12:00～17:00)

・正規労務職員　１名（女性５１歳） 新居浜市には正規
職員（用務員）はい
ない。

合併時までに調整す
る。

（３）障害別特殊
　　学級

１　実施校
・知的障害
　新居浜小、宮西小、金子小、高津小、浮島小、垣
生小、神郷小、多喜浜小、泉川小、船木小、中萩
小、大生院小、角野小、東中、西中、 　　南中、北
中、泉川中、船木中、中萩中、大生院中、角野中、
川東中
・情緒障害
　浮島小、角野小、西中
２　従来からの知的障害に加え情緒障害の学級を設
置し、心身に障害を持つ児童生徒の心身の発達や
障害に応じた指導を行っている。

合併時に新居浜市
の制度を適用する。

（４）英語指導助
　　手事業

　英語力の向上や国際理解促進を図るため、中学
校に外国人英語指導助手３人を配置している。

合併時に新居浜市
の制度を適用する。

（５）就学援助制
　　度

１　対象
　要保護準要保護児童生徒及び特殊学級児童生徒
２　支給額 　　　　 (準要保護)　　(特殊)
ｱ.学用品、通学用品費
・小１　　　　　　　11,100円/年　左の1/2
・2～6　　　　　　　13,270円/年　　 〃
・中1　 　　　　　　21,700円/年　　 〃
・2～3　 　　　　　23,870円/年　　 〃
ｲ.新入学児童生徒学用品費
・小学　　　　　　　19,900円/年　左の同額
・中学　　　　　　　22,900円/年　　 〃
ｳ.学校給食費 　　　実費支給　　　左の1/2
ｴ.クラブ活動費 　 なし　　　　　　なし
ｵ.通学費　　　　   実費支給      実費支給
ｶ.校外活動費(宿泊なし)
・小学　　　　　　　1,510円/年　　左の1/2
・中学　　　　　　　2,180円/年       〃
ｷ.校外活動費(宿泊あり)
・小学　　　　　　　実費支給    1,735円/年
・中学　　　　　　　実費支給    2,920円/年

合併時に新居浜市
の制度を適用する。



学校教育事業

項目 新居浜市 別子山村
現　　　　　　　　況 課題 調整方針

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表

（５）就学援助制
　　度

ｸ.修学旅行費
・小６  実費支給　    左の1/2
・中２　実費支給         〃
ｹ.交流学習交通費
   なし                実費支給

・福祉奨学給付金
 　対象　高等学校生徒３年間
 　支給額　月額１０，０００円
・私学援助 　なし

市とのバランス 合併以後５年間存続
し、以後廃止。

１　入学準備金貸付制度
(1)対象者
　高等学校及び高等専門学校に入学しようとする者
の保護者。
(2)貸付金額 　 １人50,000円

合併時に新居浜市
の制度を適用する。

２　奨学資金貸付制度
(1)対象者
　高等学校、高等専門学校、大学または専修学校に
在学し、学資の支弁が困難な者。
(2)貸付金額
  高等学校　　　　 　　8,000円/月
　高等専門学校　1～3年10,000円/月
　　　　　　　　4～5年18,000円/月
　大学、専修学校　　  26,000円/月

・育英奨学金
　　対象者　　高校生、高専、大学生
　　要　件　　学資の支弁が困難な者
　　貸付金額　　10,000円/月

制度が異なる。 合併時に新居浜市
の制度に統一する。
ただし、合併前に別
子山村の奨学金の
貸付けの決定を受け
ている者の貸付け及
び返還については、
従前の例によるもの
とする。

３　特別奨学資金貸付及び給付制度
(1)対象者
　大学院又は海外の大学に入学し、学資の支弁が
困難な者。
(2)貸付金額
　１人30,000円/月とし、20,000円は貸付金、10,000円
は給付金。

合併時に新居浜市
の制度を適用する。

４　青野記念奨学資金貸付及び給付制度
(1)対象者
　大学に入学し、学資の支弁が困難な者。
(2)貸付金額
　１人32,000円/月とし、16,000円は貸付金、16,000円
は給付金。

 合併時に新居浜市
の制度を適用する。

（６）育英事業



学校教育事業

項目 新居浜市 別子山村
現　　　　　　　　況 課題 調整方針

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表

（７）教育相談事
　　業

１　不登校児童生徒が増加の傾向にあることから平
成５年度から適応指導教室を設置し、３人の指導員
が児童生徒の相談に当たっている。
２　平成１０年度から全中学校に心の教室相談員を
配置し、生徒に対する日常的な相談に当たってい
る。

 合併時に新居浜市
の制度を適用する。

（８）情報教育の
　　推進

　高度情報化社会に対応する人材を育成するため、
平成12・13年度で中学校の教育用パソコン各校４０
台を、小学校は平成12年度で各校１０台を導入し
た。
　また、平成12年度から情報教育講師５人を小中学
校に派遣している。

　高度情報化社会に対応する人材を育成するため、平
成11年度に中学校の教育用パソコンを４台、小学校は
平成12年度で３台を導入した。

合併時に新居浜市
の制度に統一する。

（９）小学校学校
　　生活介助員制
　　度

１　対象者
　普通学級に在籍する身体に重度の障害のある児
童
２　内容　 　　学校生活の介助等
３　利用者負担 　　なし

 合併時に新居浜市
の制度を適用する。

 ３　学校給食
（１）調理施設

共同調理場　（２施設）
　中学校９校 　小学校１校
単独校　　　（１６施設）
　中学校１校 　小学校１６校

小・中共同の調理場 現行どおりとする。

（２）職員の配置 共同調理場　（２施設）
所長 １人　場長１人　事務職 ２人（正規１人、臨時１
人）　栄養職員４人（県費３人、市費１人）　調理員３７
人（正規４人、臨時２１人、非常勤１２人）運転士５人
（非常勤５人） 　運転補助員５人（非常勤５人）配送
員４人（非常勤４人）配膳員１９人（非常勤１９人）
単独校（１６施設）
栄養職員１５人（ 県費６人、臨時４人、委託５人）県
費職員が配置されない場合市費で配置
調理員８６人 （正規２９人、非常勤５７人） 　搬送員６
人（非常勤６人）

給食従事者２名のうちパート２名 ・市との賃金格差 合併時までに調整す
る。

（３）給食費 小学校　 ２２０円
中学校　 ２６０円

小学校　 ２１０円
中学校　 ２４０円

金額が異なる 合併時に新居浜市
の制度に統一する。

（４）献立作成 米飯　　 週３回
パン　　 週２回

栄養士が毎月定期的に作成
給食内容、曜日指定なし

合併時に新居浜市
の制度に統一する。



社会教育事業

項目 新居浜市 別子山村
１　社会教育委員 １５名 ８名（公民館運営審議会委員と兼任） 村報酬支出 合併時に新居浜市の制

度に統一する。

２　公民館運営審
　議会

１７公民館に設置
各館１５名以内。

８名（社会教育委員と兼任） 合併時に新居浜市の制
度に統一する。

３　公民館
（１）公民館職員

館長　　１名　非常勤職員
主事　　１名　正規職員
主事補　１名。非常勤職員
管理人　１名　　 〃
ただし、大島公民館は館長が主事兼務

公民館１館
　館長　　１名（教育長兼務）
　主事　　１名
　主事補　１名

合併時までに調整する。

（２）公民館の運
　　営管理

・開館時間　９：００～２１：３０
・休館日　国民の祝日
　　　　　年始１月２日から３日
　　　　　年末１２月２９日から３１日
・使用料　無料

・開館時間８：３０～２２：００
　必要の無い場合においては 平日閉館１７：００ 土曜日閉
館１２：００
・休館日　毎週土・日曜日、祝祭日
　　　　　年末１２月２９日～１月３日
・使用料　 　 １日・１時間
　大ホール　　4,000・ 300
　調理実習室　3,000・ 200
　老人研修室　2,000・ 200
　図書室　　　2,000・ 200
　和室　　　　1,000・ 200
　全館　　　 10,000・1,000
 　ただし村民の使用料は無料

合併時に新居浜市の制
度に統一する。別子山村
の使用料については、廃
止する。

（３）公民館施設 ・公民館数　１７館
・利用人数　４２４，９６７人

・公民館１館
・利用人数２，２１４人

（４）公民館事業 ・家庭教育・婦人教育・高齢者教育・文化講座・健康教育・青年部育
成講座・乳幼児期教育 ・手芸教室・児童の健全育成・親子いきいき
ふれあい事業・生涯学習モデル公民館事業・スポーツ健康教室・子
育てセミナー・地域社会教育活動総合事業・校区運動会・校区文化
祭・公民館だより・ＩＴ講習会

・ＩＴ講習会・書道教室・料理教室・国際交流学習・英会話
教室・夏休み公民館広場

・講師謝金に格差あ
り

合併時に新居浜市の制
度に統一する。

調整方針

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表
現　　　　　　　　況

課題



社会教育事業

項目 新居浜市 別子山村
調整方針

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表
現　　　　　　　　況

課題

４　学校施設の開
　放

・開放箇所 　小学校１７校、中学校１０校
・開放施設 　運動場、体育館
・開放日時 (昼間)９時から１８時３０分
　　　　　 (夜間)１８時３０分から２１時３０分
・夜間照明使用料（運動場のみ） 　７１０円
・利用者数 　運動場　１３９，２２１人
　　　　　 　体育館　２９６，２８６人

・スポーツ開放
　秋季大運動会・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・文化祭・盆踊り
・使用料　電灯料の徴収可

・使用料なし ・現行どおりとする。（運
動場面積が狭く、照明の
照度も低く、夜間開放に
適さないため、無料とす
る。）

５　少年補導委員 ・定数　２００名（市長が委嘱）
・任期　２年
・補導手当　１回　１，０００円

 合併時に新居浜市の制
度を適用する。

６　生涯学習セン
　ター
（１）施設の概要

開館：日曜日、祝日など除く９時～２１時
施設：生涯学習センター（研修室・ライブラリー室）
 　　・垣生学習館
 　　・神郷学習館
職員：所長、主幹、社会教育指導員５人、事務職員　合計８名

 現行どおりとする。

（２）生涯学習大
　　学

講座
・日本文学講座・日本史セミナー・遍路学事始めⅥ・人間探求講座・
別子銅山と庶民の暮らし ・松山大学公開講座・新居浜高専市民講
座・ふるさとた探訪・２１世紀を生きる知恵・身近な法律講座・新居浜
おもしろ学・悠游学広場・健康を考える・初級映像入門・現地に学
ぶ・英語による国際理解・中国語会話・雑談しま専科・中国語善意通
訳養成講座・国際アラカルト・おもしろ探検談・女と男のいきいき学・
初級やさしい文章教室
夏季大学
修業の集い

 合併時に新居浜市の制
度を適用する。

（３）生涯学習大
　　学の推進

生涯学習推進員　２０名
（生涯学習大学の講座企画及び運営のボランティア）

 合併時に新居浜市の制
度を適用する。

（４）ライブラリ
　　ー関係

・ビデオコンテスト
・機器の貸し出し
・１６ミリ映写機検定
・ビデオ編集講習会
・ビデオ委託

 合併時に新居浜市の制
度を適用する。



社会教育事業

項目 新居浜市 別子山村
調整方針

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表
現　　　　　　　　況

課題

７  社会教育団体 （連合婦人会）
単位婦人会数　１１　　会員数　２０００人
（愛護班連絡協議会）
単位愛護班数　１３　　会員数　３０００人
（ＰＴＡ連合会）
単位ＰＴＡ数　２７　　会員数　９０００人

婦人会　　会員数　３２人
ＰＴＡ　　会員数　１７人

８  高齢者生きが
  い創造学園
（１）施設の概要

開館：日曜日、祝日などを除く９時～１７時
施設：談話室、調理室、大会議室、陶芸室、卓球室、階段教室　各１
室 、普通教室　３室、音楽室　２室、会議室　２室、レッスン室　２０
室、予備室　９室、屋外施設　グランド
職員：園長、社会教育指導員３人、事務職員、管理人　計　６名

 現行どおりとする。

（２）講座 ・高齢者を賢く生きる・心とからだの健康管理 ・郷土の歴史・郷土を
歩く・男の料理教室・趣味の料理教室・短歌教室・茶道教室・書道教
室　・絵手紙教室・四季の組み木教室・写真教室・陶芸教室・コーラ
ス教室・詩吟教室・家庭菜園教室・山野草栽培教室・健康美教室・
軽スポーツ教室・レクリエーション教室・開講記念講演
（行事）
学園祭、グランドゴルフ大会、視察研修

 合併時に新居浜市の制
度を適用する。

９　成人式 市民文化ｾﾝﾀｰで市内全体を対象に実施。
対象者　約１，５００人

公民館で実施　平成１４年度成人予定者４名 合併時に新居浜市の制
度に統一する。

10  青少年育成 団体名　レクさくらんぼ
（実施内容）
浮島小学校…野外テーリング
船木小学校…野外テーリング
市内幼稚園小学校…やんちゃＫＩＤＳ
垣生小学校…チャレラン
総合福祉センター…福祉レク講習会

 合併時に新居浜市の制
度を適用する。

11　青少年団体の
  育成

・ボーイスカウト　２団　２００人
・ガールスカウト　２団　　６０人
・青年協議会　　　会員　１００名

 合併時に新居浜市の制
度を適用する。

12  文化財保護委
  員

７名（定数１０名以内） ６名 ・村報酬支出 合併時に新居浜市の制
度に統一する。



社会教育事業

項目 新居浜市 別子山村
調整方針

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表
現　　　　　　　　況

課題

13  芸術・文化 ・春の市民文化祭
・秋の芸術祭
・新居浜市美術展覧会
・芸術文化総合体験事業

 合併時に新居浜市の制
度を適用する。

14  文化財保護事
  業

・指定文化財公開（旧広瀬邸）
・文化財巡視パトロール及び調査
・指定文化財管理（口屋跡記念松）
・指定文化財管理補助（アツケシソウ）
・文化財めぐり事業
・資料刊行
・その他

平成１３年度で初めて村指定
平成１４年度表示板を設置予定

・ガイドマップ、「新居
浜の文化財」（改訂
版）作成

合併時に新居浜市の制
度に統一する。

15  指定文化財 ・国指定文化財　　４件
・県指定文化財　１４件
・市指定文化財　５９件

なし　 平成１３年度事業で村指定の予定

16  登録文化財  １件（住友化学歴史資料館）  現行どおりとする。
17  スポーツ振興
  審議会委員

１８名（定数２０名以内）
・ｽﾎﾟｰﾂに関し学識経験者、各関係行政機関の職員より任命する。

 合併時に新居浜市の制
度を適用する。

18  市民文化ｾﾝﾀｰ
   運営審議会委
   員

１５名（定数１５名）
・学識経験者　６名
　社会教育団体の代表者　３名
　社会福祉団体の代表者　３名
　市の職員　３名

 合併時に新居浜市の制
度を適用する。

19  郷土美術館協
  議会委員

１０名（定数１０名以内）  合併時に新居浜市の制
度を適用する。

20  体育指導委員
  スポーツ推進員

体育指導員　　　６８名
スポーツ指導員　７５名

体育指導委員２名 合併時に新居浜市の制
度に統一する。

21  体育祭 ・小学校区体育振興会対抗
・各種目クラブ対抗
１０月体育の日と日曜日

合併時に新居浜市の制
度を適用する。



社会教育事業

項目 新居浜市 別子山村
調整方針

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表
現　　　　　　　　況

課題

22  スポーツ大会 ・市民歩け歩け大会
・少年スポーツ大会（４種目）
・軽スポーツ大会（２回、６種目）

 合併時に新居浜市の制
度を適用する。

23  スポーツ教室 ・各校区別教室（軽スポーツ）
・各ブロック別教室（軽スポーツ）
・少年スポーツ教室

 合併時に新居浜市の制
度を適用する。

24  講習会・講座 ・体力づくり指導者講習会（４回）
・少年スポーツ指導者研修会（２回）
・運動、栄養、休養の講座（３６講座）

 合併時に新居浜市の制
度を適用する。

25  文化施設の概
  要

【市民文化ｾﾝﾀｰ】
開館時間：9:00～21:00(ﾎｰﾙは22:00)
休館日：年末年始
主な施設：大ﾎｰﾙ、中ﾎｰﾙ、会議室（和室４、洋室１０）、料理教室、
茶華道室、視聴覚室、ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ等
使用料：(終日/平日の場合)
　　　　　9～12　12～17　17～22　全日
大ホール　6,000　10,000　14,000　30,000
中ホール　3,000　 6,000   8,000  18,000
会議室(洋室)1,100～5,500円、会議室(和室)650～1,500円、料理教
室 3,500円　茶華道室 3,000円、視聴覚教室 3,500円、ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ(大
人60円、子供10円）
その他、冷暖房使用料やガス使用料、用具使用料を徴収。
利用者数(Ｈ１２年度)
大ﾎｰﾙ　102,109人、中ﾎｰﾙ　47,948人、会議室　84,313人

 現行どおりとする。

【文化振興会館】
開館時間：9:00～21:00
休館日：月曜日、年末年始
主な施設：研修室４，調理実習室等
使用料：
　　　　　　9～12　12～17　17～21
第１研修室　　400　　500　　700
第２研修室　　700　1,000　1,300
第５研修室　1,900　2,500　1,300
利用者数(Ｈ１２年度) 　１８，５３９人

 現行どおりとする。



社会教育事業

項目 新居浜市 別子山村
調整方針

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表
現　　　　　　　　況

課題

25  文化施設の概
  要

【郷土美術館】
開館時間：9:30～17:30
休館日：月曜日、年末年始
主な施設：展示室７、事務室、収蔵庫等
使用料：展示室500～3,000円(終日の場合)
利用者数(Ｈ１２年度)　３９，１７１人

 現行どおりとする。

26  体育施設の概
  要

【市民体育館】
開館時間：9:00～21:00
休館日：月曜日、年末年始
主な施設：競技場、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室、体育室
使用料：(終日/平日の場合)
　　　 　9～12　 13～17　18～21　全日
競技場 　2,000　　3,000　4,000　 8,000
体育室 　1,000　　1,500　2,000　 4,000
利用者数(Ｈ１２年度)　８１，８１３人

現行どおりとする。

【山根体育館】
開館時間：9:00～21:00
休館日：月曜日、年末年始
主な施設：競技場、柔剣道室等
使用料：(終日/平日の場合)
　　　　　9～12　 13～17 18～21　全日
競技場　　1,500　 2,500　 3,000　 6,000
柔剣道室　　800　 1,200　 1,500　 3,000
利用者数(Ｈ１２年度)　４０，３９８人

 現行どおりとする。

【市民プール】
開館時間:12:30～17:30(6/20～30、9/1～10、日曜は9:30～17:30)、
9:30～20:00 (7/1～8/31)
開場日：６月２０日～９月１０日
主な施設：50ｍﾌﾟｰﾙ、流水ﾌﾟｰﾙ、子供ﾌﾟｰﾙ、更衣室等
使用料：大人６０円、子供１０円(２時間)
利用者数(Ｈ１２年度)　４４，３８４人

・村民プール ・使用料無料 現行どおりとする。別子
山村の村民プールは教
育的配慮から無料とす
る。

【山根プール】
開館時間:13:00～20:00(1/4～5/31、10/1～12/28)
 　　　　10:00～20:00(6/1～9/30)
休館日：月曜日、年末年始
主な施設：25ｍﾌﾟｰﾙ、幼児ﾌﾟｰﾙ、ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ室、　　　　　更衣室等
使用料：大人420円、子供210円(２時間)
利用者数(Ｈ１２年度)　３４，９５４人

 現行どおりとする。



社会教育事業

項目 新居浜市 別子山村
調整方針

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表
現　　　　　　　　況

課題

26  体育施設の概
  要

【市営野球場】
開館時間：6:00～21:00(4/1～11/30)8:00～21:00(その他の期間）
休館日：年末年始
主な施設：球場、観客席等
使用料：　　　　　　　 職業   一般   学生
入場料を徴収する場合 60,000 15,000  7,500
２時間以内の練習　　　  500    250
利用者数(Ｈ１２年度)　３３，４９４人

 現行どおりとする。

【市民テニスコート】
開館時間：8時～日没(1/1～3/31、12/1/～12/31)
　　　　　6時～日没(4/1～11/30)
休場日：年末年始
使用料：
　　　一日　　午前　 午後　２時間
一般 　210　　100　　 150　　 60
学生 　100　　 50　　　80　　 30
利用者数(Ｈ１２年度)　３４，９２５人

 現行どおりとする。

【山根テニスコート】
開館時間：8:00～21:00(1/4～3/31、12/1～12/28)
　　　　　6:00～21:00(4/1～11/30)
休館日：月曜日、年末年始
主な施設：ﾃﾆｽｺｰﾄ、更衣室等
使用料：(一般の場合、学生は半額）
照明施設使用なし
 １時間まで ２時間まで　 １時間増毎に
　　260　　　　520　　　130
照明施設照明あり
１時間まで　２時間まで　 １時間増毎に
　　570　　　　420　    210
利用者数 (Ｈ１２年度)　２８，９６６人

 現行どおりとする。

【山根グラウンド】
休場日：年末年始
使用料は夜間照明のみ
利用者数(Ｈ１２年度)　９２，４０５人

・運動公園　（ソフトボールグラウンド） ・村民は無料 ・現行どおりとする。ただ
し別子山村の運動公園
は利用促進を図るため無
料とし、市の使用料等の
見直しの際に検討する。



社会教育事業

項目 新居浜市 別子山村
調整方針

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表
現　　　　　　　　況

課題

26  体育施設の概
  要

【東雲競技場】
休場日：月曜日、年末年始
使用料は無料
利用者数(Ｈ１２年度)　３７，０５５人

 現行どおりとする。

【重量挙練習場】
使用料は無料
利用者数(Ｈ１２年度)　３，２４１人

 現行どおりとする。

【武徳殿】
使用料は無料
利用者数(Ｈ１２年度)　１９，４９０人

 現行どおりとする。

【弓道場】
開場時間：9:00～21:00
使用料は無料
利用者数(Ｈ１２年度)　３，３１０人

 現行どおりとする。

【銅山の里　自然の家】
休所日：月曜日、12月1日～翌２月末
主な施設：宿泊棟、飯ごう炊飯棟、研修棟、集会所棟等
使用料：　　　　　１日　１泊２日　１日増
小・中学生と先生　310　　　630　　　310
高校生以上一般　　520　　1,050　　　520
食事代は上記の料金に含まれていません食事(朝)600 円、(昼)750
円、(夕）850円
利用者数(Ｈ１２年度)　５，２６９人

 現行どおりとする。



社会教育事業

項目 新居浜市 別子山村
調整方針

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表
現　　　　　　　　況

課題

26  体育施設の概
  要

【市営ｻｯｶｰ場】
開館時間：9:00～17:00
休館日：月曜日、年末年始
主な施設：ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ、管理棟、倉庫等
使用料：１面当たりの料金
入場料を徴収する場合(全日)
 　職業　 一般　 学生
 　144,000 48,000 24,000
入場料を徴収しない場合(全日)
 　職業　 一般　 学生
 　48,000 16,000 8,000
入場料を徴収しない場合
 　　　　　　職業　 一般　 学生
半日　　　　24,000 8,000 4,000
1時間当たり　6,000 2,000 1,000

 現行どおりとする。

27 （財）新居浜
  市文化体育振興
  事業団

新居浜市が下記を委託
・文化体育施設の管理運営
　市民文化センター、市民体育館、山根総合体育館、市営野球場、
山根市民グラウンド、市民テニスコート、山根公園テニスコート、東
雲市民プール、山根公園屋内プール、武徳殿、弓道場、重量挙練
習場、東雲競技場、銅山の里自然の家、文化振興会館、市営サッ
カー場
・文化事業の企画及び実施
　健康食料教室、演劇鑑賞教室、市民茶会、市民吹奏楽団定期演
奏会、文化講演会
・体育事業の企画及び実施
　市民バドミントン大会、市民おどりのつどい、つな引き大会、市民ク
ロッケー大会、市民　軽スポーツ大会、体力づくり指導者講演会、
小学校バレーボール講習会

 現行どおりとする。



社会教育事業

項目 新居浜市 別子山村
調整方針

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表
現　　　　　　　　況

課題

28  図書館 ・別子銅山記念図書館
開館　月曜日、祝日など除く９時～１８時
蔵書２３４，０８４冊
貸出５４５，１０４冊
・角野分館
開館　土、日曜日、祝日など除く９時～１７時
蔵書　２３，６６５冊
貸出　４５，０４６冊
・移動図書館「青い鳥号」
週３回市内２４カ所のステーションを巡回。
蔵書　２４，０４１冊
貸出　３１，０８２冊

現行どおりとする。



水道事業

項目 新居浜市 別子山村
 １　上水道事業
（１）概要

平成１３年３月３１日現在
行政区域内人口　　 　 129,005人
給水人口　　　　　 　 119,266人
給水戸数　　　　　　　 48,395戸
普及率　　　　　　　　　 92.5％
年間給水量　　　　　15,131,477â
１日最大配水量　　　　 54,823â
１日平均給水量　　　　 41,456â
有収率　　　　　　　　　 88.5％
供給単価　　　　　　　 112.89円
給水原価　　　　　　　 104.72円
職員数　　　　　　　　　　38 人

行政区域内人口    291人
給水人口          110人
給水戸数           61戸
普及率            37.8％
年間給水量     15,700â
１日最大配水量     62â
１日平均給水量     45â

新居浜市は水道法による
水道事業であり、別子山
村は、愛媛県水道条例に
基づく水道であり、事業
形態が違う。

当面は現状での施設管理
により、給水の安定を図
る。将来的には、簡易水
道事業等への取組を検討
する。

（２）加入金・
　　分担金

平成１３年３月３１日現
口径別加入金の金額
 13㎜以下　40,000円
 20㎜　     60,000円
 25㎜　    130,000円
 30㎜　    260,000円
 40㎜　    530,000円
 50㎜　    800,000円
 75㎜　  2,000,000円
 100㎜　 4,000,000円
 150㎜以上　市長が別に定める額

現行どおりとする。

（３）料金 一戸につき蛇口２個以内２１０円／月
一戸につき蛇口３個以上３１０円／月

山間地であり、給水条件
及び利用状況が極端に違
うこと。料金設定も異な
ること。

料金は当面、現行どおり
とし、必要が有れば総合
的に見直しをする。

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表

調整方針
現　　　　　　　　況

課題

１０? 未満の料金 7? 以下 715円
　（逓減料金） 8? 以下 755円

9? 以下 795円
基本料金 10? まで 835円

11? ～20? 100円
超過料金 21? ～40? 120円

（１? につき） 41? 以上 145円
基本料金 10? まで 1,545円

超過料金 11? ～20? 100円

（１? につき） 21? 以上 145円

基本料金 300? まで 32,345円

超過料金 （１? につき） 145円

 
業
務
用

大
口
用

 
 

家
庭
用



水道事業

項目 新居浜市 別子山村

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表

調整方針
現　　　　　　　　況

課題

（４）検針・徴
　　収ほか

検針なし

料金は自主納付

当面、現行どおりとす
る。ただし、徴収方法
については、利用者
の利便性を図るよう
調整に努めるものと
する。

（５）手数料 平成１３年３月３１日現在
指定給水装置工事事業者指定手数料
 　１件につき　10,000円
設計審査手数料
 　１件につき　1,400円
しゅん工検査手数料
 　１給水装置につき　 2,200円

なし 現行どおりとする。

（６）水源施設
　　概要

主要施設
水源地　２１箇所（他建設中１）
送水場　　９箇所
配水池　　８箇所（他建設予定１）
滅菌施設　４箇所(他建設予定１)
導水管延長　11,776m
送水管延長　15,700m
配水池 容量(槽数)
  金子山配水池 6,000m3(2)
  清住配水池　 4,500m3.(3)
  瑞応寺配水池 4,900m3(3)
  篠場配水池　 4,900m3(3)
  治良丸配水池　300m3(1)
  立川配水池　　260m3(2)
  船木配水池　 1,000m3(1)
  谷前配水池    240m3(1)

弟地地区　 配水池１池　 35.4m3
保土野地区 配水池１池　 33.0m3

冬季渇水時期は凍結等に
よる取水不足、導水管に
おいては漏水等があるた
め安定給水、施設の維持
管理において問題があ
る。

当面、現行どおりとす
る。

　隔月検針・毎月徴収
○検針・徴収事務ともに法人委託
（新居浜市管工事業協同組合）

○委託料 （千円）
検針 20,534
徴収 14,112
システム 377
量水器取替 12,759
開閉栓 1,285
休止閉栓 1,502
端末保守 227

○料金徴収方法
口座 82.3%
集金 14.9%
納付 1.9%
その他 0.9%



水道事業

項目 新居浜市 別子山村

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表

調整方針
現　　　　　　　　況

課題

（７）施設能力  水源取水能力　73,000m3(現在）  

（８）配水状況 H12年最大日配水量 54,823m3
 〃　 平均日配水量 46,820m3

統計データなし 露出配管のため漏水や凍
結等維持管理に支障をき
たしている。

安定給水をはかられるよ
う整備を図る。

（９）施設の管
　　理状況

３名体制
集中監視：午前午後４回
週点検　：取.送.配水設備
残塩測定：月3回
水位測定：8箇所

 職員による対応 人力による浄化装置の清掃 施設管理 合併時までに調整する。

（10) その他 建設予定施設
 新山根給水区関連施設
 清住浄水処理施設

 現行どおりとする。

（11）水質検査
    の概要

新居浜市水道水質検査センター
平成10年3月完成
自己水質検査体制の確立
平成10年10月共用開始

銅山川上水道企業団に水質検査を委託 合併時に新居浜市の
制度に統一する。

（12）自己検査
    実施項目及
    び回数

基準項目　 46項目（1回/月）
監視項目　 33項目（2回/年）
快適項目　 13項目（1回/年）
農薬　　 　26項目（1回/年）
指標菌　　　2項目（1回/月）

 現行どおりとする。

（13）外部委託
    検査実施項
    目及び回数

ウラン（2回/年）
ダイオキシン類（2回/年）
クリプトスポリジウム（4回/年）

 現行どおりとする。

（14）受託検査
    の範囲

(1)新居浜市、西条市、東予市、小松町及び丹原町の水道
事業者
(2)新居浜市、西条市、東予市、小松町及び丹原町の公共
施設の設置者

 現行どおりとする。

（15）検査費用 基準項目1検体につき　 236,000円
毎月検査1検体につき　　 6,600円
監視項目1検体につき　 441,800円
快適項目1検体につき　　42,500円
農薬1項目につき　　　　22,500円
指標菌1項目につき　　　 2,000円
（消費税抜き）

 現行どおりとする。

（16）検査体制 検査員4名
臨時１名

 現行どおりとする。



水道事業

項目 新居浜市 別子山村

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表

調整方針
現　　　　　　　　況

課題

 ２　工業用水
（１）概要

昭和４１年度供用開始
現在基本取水量　日量　45,700m3
給水先 　 住友化学、住友鉱山、住友重機
平成１３年３月３１日現在
給水先事業所数　 ３社
普及率　　100％
年間総配水量　　16,368,124â
１日最大配水量　48,993â
１日平均給水量　43,259â
有収率　96.5％
供給単価　14.55円
給水原価　12.84円
職員数　10 人

 

（２）水利使用
　　許可

平成１９年３月３１日まで  現行どおりとする。

（３）工業用水
　　施設

取水能力　56,160ｍ３

給水能力　52,080ｍ３

取水施設
　第１取水口　　１式
　第２取水口　　１式
　取水堰　　　　１式
　導水施設　隧道　422ｍ
　余水吐　　　　１式
　接合井　　　 １式
　導水管　　　798ｍ
　取水測定器　　１ヶ所
配水施設
　配水池　　 2,688ｍ３

　配水管　　 7,235.04ｍ
　配水測定器　　１ヶ所
給水施設
　測定器　　　（電磁流量計）  ４ヶ所

 現行どおりとする。

（４）工業用水
　　料金

種別料金（１ｍ３ につき）
平成１３年３月３１日現在
基本使用水量 　　 １４円 ３０銭
臨時使用水量 　　 １４円 ３０銭
超過使用水量 　　 ２０円

 現行どおりとする。



水道事業

項目 新居浜市 別子山村

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表

調整方針
現　　　　　　　　況

課題

（５）工業用水
　　契約水量

平成１３年３月３１日現在
住友３社
住友化学
　基本使用水量　４２，３００ｍ３

　臨時使用水量　　４，４００ｍ３

住友鉱山
　基本使用水量　　３，１００ｍ３

　臨時使用水量　　１，８００ｍ３

住友重機
　基本使用水量　　　　３００ｍ３

　臨時使用水量　　１，５００ｍ３

 現行どおりとする。

（６）工業用水
　　メーター使
　　用料

平成１３年３月３１日現在
口径別使用料（１個につき１月）
100ミリ以下
 　　 ４，０００円
100 ミリを越え200ミリ以下
 　　 ４，５００円
200ミリを越え300ミリ以下
 　　 ４，７００円
300ミリを越え400ミリ以下
 　　 ５，０００円
400ミリを越え500ミリ以下
 　　 ５，５００円
500ミリを越え600ミリ以下
 　　 ６，０００円
600ミリを越え700ミリ以下
 　　 ６，５００円
700ミリを越えるもの
　　　７，０００円

 現行どおりとする。




